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・この届出目論見書により行う外国有価証券投資事業権利等であるアップストリーム契約
に基づく持分の募集について、その発行者であるハンサード・インターナショナル・リミ
テッドは、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2025年12月19日に関東財
務局長に提出しており、2026年1月4日にその届出の効力が生じています。また、同社は、
同法第7条の規定により、有価証券届出書の訂正届出書を2026年3月31日に関東財務局長に
提出しています。

・この届出目論見書は金融商品取引法第13条に基づく目論見書です。

・アップストリーム契約に基づく持分の価格が外国通貨によって表示される場合、投資対
象である投資オプションの値動きのほか、為替変動による影響を受けますが、これらの運
用による損益は全て契約加入者に帰属します。
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第一部【証券情報】 

（１）【外国組合等の名称】 

アップストリーム（Upstream） 

（注）アップストリームは、2024年7月16日から契約締結を開始しました。なお、アップストリーム契約（以下「本

契約」又は「アップストリーム」といいます。）とは、契約当事者であるハンサード・インターナショナ

ル・リミテッド（以下「当社」といいます。）と個人の契約申込者（以下「契約加入者」といいます。）と

の間で締結する契約上の権利、義務及び便益（以下「持分」といいます。）の総体をいいます。本書におい

て別段の定めのない限り、本書において使用される用語は、当社の標準約款において定めるものと同一の意

味及び定義を有するものとします。 

 

（２）【外国有価証券投資事業権利等の形態等】 

本書により募集が行われる外国有価証券投資事業権利等は、（i）当社と契約加入者

がマン島の法律に準拠する本契約を締結することによって、各契約加入者が取得する持

分の総体であって、（ii）日本の法令においては商法（明治32年法律第48号。その後の

変更を含みます。）第535条から第542条までの規定が適用される匿名組合契約に基づく

出資持分に類する外国の投資スキームです（注1）。当社が日本における全ての契約加入

者と締結する本契約に定める出資金（注2）総額は、5,000億円を上限とします。 

本契約について、当社の依頼により信用格付業者から提供され若しくは閲覧に供さ

れた信用格付、又は信用格付業者から提供され若しくは閲覧に供される予定の信用格

付はありません。 

（注1） 本契約の目的、基本的性格及び仕組みの詳細については、後記「第二部 発行者情報 第1 外国組合等の状

況 1 外国組合等の概況 (2) 外国組合等の目的及び基本的性格」及び同「(4) 外国組合等の仕組み」を

ご参照ください。 
（注2） 「出資金」とは、契約通貨（後記「（13）手取金の使途」に定義します。）で契約加入者が払い込む任意

の金額であり、当社は、契約加入者が選択した投資オプションに基づき、当該金額を受領し、本契約に配

分します。 

 

（３）【発行（売出）数】 

当社は、後記「（8）申込期間」記載の申込期間において、最大250,000件の本契約

を日本における契約加入者との間で締結します。 

 

（４）【発行（売出）価額の総額】 

当社が日本における全ての契約加入者と締結する本契約に定める出資金総額（持分

総額）は、5,000億円を上限とします。 
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（５）【発行（売出）価格】 

各契約加入者の出資金は、契約加入者ごとの本契約の出資額及び投資オプションの

選択により異なるため、持分に関する一律の発行価格はありません。 

（注）本契約の最低出資額は、原則として一回当たり1,000,000円です。当社はその合理的な判断により出資を拒否

する権利を留保しています。 

 

（６）【申込手数料】 

申込時に必要となる手数料、すなわち出資手数料（注1）は、販売会社との合意に基づ

いて適用される場合があります。 

 手数料が適用される場合には、最大4.4％の出資手数料を当社が徴収します。このた

め、出資金は、出資手数料相当分が減じられ、選択した投資オプションに充当される

のは、最小の場合（出資手数料が最大の4.4％の場合）では、出資金の95.6％となりま

す。 

 手数料を適用しない販売会社の場合、出資手数料の控除はありませんので、出資金

の100％が選択した各投資オプションに充当されます。 

出資手数料の詳細については、「第二部 発行者情報 第1 外国組合等の状況 4 手

数料等及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。 

（注1） 「出資手数料」とは、本契約に基づく出資金（本契約締結時の出資金も含みます。）の支払いごとに徴収

される手数料をいいます。すなわち、出資手数料は、本契約の締結に関して課される手数料ではありませ

ん。 
（注2） 出資手数料率とその適用方法は、当社と販売会社の合意により決められます。なお、適用される出資手数

料率は契約証書（後記「(14) その他 ② 申込みの方法等」に定義します。）にも記載されます。 

 

（７）【申込単位】 

各契約加入者は、それぞれ個別に当社と本契約を締結します。なお、契約加入者は、

一つの本契約を締結したのち、必要があれば別の本契約を、同一の販売会社、又は異

なる販売会社を通じて追加で締結することができます(注)。各販売会社は、本契約文書

（後記「(14) その他 ② 申込みの方法等」をご参照ください。）に表記される最低

出資金額を最低単位として、本契約を販売します。最低出資金額の詳細は、当社日本

支店又は販売会社（後記「(10) 申込取扱場所」に定義します。）でも確認できます。 

（注) 契約加入者は、個人の投資状況に応じて、例えば投資管理上の理由から既存の本契約とは別に投資オプショ

ンに対する出資を希望する場合は、別途本契約を締結し、契約ごとに管理することができます。また、出資

金額の増額を合意内容とする、本契約の変更契約を締結することにより、別途本契約を締結することなく、

既存の本契約のもとで追加出資することも可能です。追加出資についての詳細は、「第二部 発行者情報 第

1 外国組合等の状況 6 管理及び運営 (1）資産管理等の概要 ② 申込（販売）手続等 (ロ）追加出資」

をご参照ください。 
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（８）【申込期間】 

2026年1月5日（月曜日）から2026年12月18日（金曜日）まで 

 

（９）【申込証拠金】 

該当事項はありません。 

 

（１０）【申込取扱場所】 

本契約は、当社との間で本契約の販売に関する合意（以下「販売委託契約」（注）と

いいます。）をし、本契約販売の取扱者として当社が認めた第二種金融商品取引業者

（以下「販売会社」といいます。）を通じてのみ、申込みをすることができます。本

契約の申込取扱場所となる販売会社は以下のとおりです。 

 ＧＵＡＲＤＩＡＮ ＪＡＰＡＮ株式会社 

東京都千代田区永田町2丁目11番1号山王パークタワー3階 

（注）「販売委託契約」とは、当社と本商品を販売する販売会社との間で取り交わされる契約であって、双方の権

利・義務の詳細を定めたものをいいます。 

 

（１１）【払込期日】 

各契約加入者について、当初払込期日は各契約加入者の契約証書に記載された契約

開始日となります。なお、当初出資金の受領の確認、当社の出資金受入れの承認及び

必要書類・情報の受領が本契約発効の条件となります。全ての契約加入者に共通の払

込期日はありません。また、2回目以降の出資金（追加出資）は、当社が受入れること

を条件として、いつでも支払うことができます。なお、出資金の支払いには、日本円

のみが使用可能です。 

 

（１２）【払込取扱場所】 

前記「(10) 申込取扱場所」と同じです。 

 

（１３）【手取金の使途】 

当社が各契約加入者から受領する出資金は、アップストリーム用に当社が提供して

いる投資オプションに全て充当されます。投資オプションは、それ自体が独立した運

用ファンドではなく、各契約加入者が指定した「ハンサード・ユニットファンド」（注

1）、「ハンサード・デポジットファンド」（注2）及び「ハンサード・モデルポートフォ
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リオ」（注3）への出資金の配分に従って契約加入者ごとの持分を管理するために当社が

設定した会計上の仕組みです（注4）。 

（注1） 「ハンサード・ユニットファンド」（以下「ユニットファンド」といいます。）は、本契約において選択

対象として複数設定されますが、それらの設定されたユニットファンドはそれぞれが一つの外部投資ファ

ンドに名目的に紐づけられており、その外部投資ファンドのユニット価格（以下に定義します。）及び運

用実績と連動しています。契約加入者は、投資しているユニットファンドの持分の合計に相当する契約給

付金（以下に定義します。）の受領権のみを有します。このため当社は、外部投資ファンドの契約加入者

ごとの持分については把握しません。詳細については、後記「第二部 発行者情報 第1 外国組合等の状況 

2 投資方針 (1) 投資方針 ④ 運用の形態 (イ) 投資オプション (a) ハンサード・ユニットファンド」

をご参照ください。 
（注2） 「ハンサード・デポジットファンド」（以下「デポジットファンド」といいます。）は、異なる通貨建て

で複数設定されますが、契約加入者に短期かつ流動性の高い現金への投資機会を提供するためのもので、

それぞれが各デポジットファンドと同じ通貨建てで当社に設定されるデポジット口座と名目的に紐づけら

れており、その通貨での金利を参考に当社が決定する金利が付与されます。詳細については、「第二部 発

行者情報 第1 外国組合等の状況 2 投資方針 (1) 投資方針 ④ 運用の形態 (イ) 投資オプション 

(b) ハンサード・デポジットファンド」をご参照ください。 
（注3） 「ハンサード・モデルポートフォリオ」（以下「モデルポートフォリオ」といいます。）とは、個々の契

約加入者の多様なリスク許容度に合うように、当社の投資コンサルタントの提案により、それぞれ複数の

ユニットファンドを異なった組合せ・組入割合で構成された投資ポートフォリオです（モデルポートフォ

リオには、投資戦略上の理由から資産の一部としてキャッシュファンド（高い流動性を確保したファンド）

を含むことがありますが、契約加入者はモデルポートフォリオを通じて保有する以外の方法で当該ファン

ドを選択することはできません。）。モデルポートフォリオへの出資金は、モデルポートフォリオで設定

された組入割合に基づき各ユニットファンドに充当されます。ただし、当期中において契約加入者が選択

できるモデルポートフォリオの提供はありません。詳細については、「第二部 発行者情報 第1 外国組合

等の状況 2 投資方針 (1)投資方針 ④ 運用の形態 (イ) 投資オプション (c) ハンサード・モデル

ポートフォリオ」を参照ください。 

（注4）このような仕組みのため、各契約加入者の1契約当たり純資産額は異なります。そのため、本書においては、

単純に各時点におけるアップストリームの全体の純資産総額を各当該時点における本契約の総数で除した

額を整数単位まで四捨五入し、「1契約当たり純資産額」として記載しています。したがって、「1契約当

たり純資産額」は、各契約加入者における運用の実績を反映するものではありませんので、ご留意くださ

い。以下同じです。 

（注5）「ユニット価格」とは、投資オプション（ユニットファンド、モデルポートフォリオ又はデポジットファン

ド）のユニット（持分単位）当たりの現在価格をいいます。以下同じです。 

（注6）「契約給付金」とは、一部引出や解約請求を当社が受け付けた場合に、本契約又は一部引出に係る投資オプ

ションの残高（以下に定義します。）に基づき契約加入者に契約通貨（以下に定義します。）にて支払わ

れる金額をいいます。以下同じです。 

（注7）「契約通貨」とは、契約証書に記載された通貨をいいます。以下同じです。 

（注8）「投資オプションの残高」とは、投資オプションの持分評価額の契約通貨での評価額をいいます。以下同じ

です。 

 
 

（１４）【その他】 

① 販売委託契約の概要 

販売会社は、当社との間の販売委託契約に基づき、持分の募集の取扱いを行いま

す。販売委託契約には、本契約の持分を日本において募集する目的で、販売会社が

日本の法令・規則及び目論見書に準拠して、本契約の持分を販売することを約する

旨が定められます。 

② 申込みの方法等 

契約加入者は、販売会社に対して個人情報や申込内容（出資金額、投資オプショ
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ンの選択等）を記入した申込書及び署名フォームを提出し、販売会社が当該申込書

及び署名フォームを当社に提出することにより、本契約への加入申込みを標準約款

（注1）に基づき行います。なお、当該申込みの手続きは、販売会社の立ち合いのもと、

オンラインで行われます。 

契約加入者は契約申込みの際に出資金を当社口座に振り込みます。当社はその出

資金を当社が申込みを受領し、受諾して契約が成立するまで一時的に預かります

（この間については無利息です。）。なお、申込みを受諾できない場合には、遅滞

なく返金します。 

当社が申込書を受領し、契約が成立した場合、契約加入者は、ハンサード・オン

ラインアカウントの開設を行います。契約加入者には、標準約款、契約証書（注2）、

署名フォーム及び本契約の修正条項（修正事項がある場合）などの契約文書一式が

ハンサード・オンラインアカウントにて交付されます。 

さらに、加入時の説明に使用された目論見書、契約締結前交付書面及び販売用資

料についても、電子ファイルにて契約加入者に提供されます。 

（注1） 「標準約款」とは、マン島の法律に係る法定書類であり、本契約に関する契約加入者及び当社の権利及び

義務を定めたものです。 
（注2） 「契約証書」とは、手数料を含む個別契約の内容が記載されたものです。なお、申込の際に提出する重要

事項等が記載された署名フォームの内容も本契約の一部を構成します。 

なお、契約文書では、アップストリームの加入要件として以下の制限が設けられ

ています。 

● 加入資格 

日本に居住する個人からの申込みのみを受け付けます。ただし、現在又は過

去においてPEP（重要な公的地位を有する個人）と認められない個人に限りま

す。また、日本に居住する個人であっても、申込者が米国法令に基づく米国

市民、米国市民権保有者又は米国居住者あるいは米国永住権（グリーンカー

ド）保有者の場合、申込みはできません。 

● 銀行口座の保有 

契約加入者は、日本国内の銀行に保有する日本円の銀行口座の情報を提供し、

当該銀行口座を本契約についての登録銀行口座（以下「登録口座」といいま

す。）として当社に登録することを要します。 

● コンピュータ、スマートフォン、タブレットの動作環境 

契約加入者は、契約情報、各種お知らせ及び契約文書を受領し、当社に取引

指示を行うために、インターネットを介して利用するハンサード・オンライ

ンアカウント（注1）に接続するための電子機器及び動作環境を有していること

を要します（注2）。 

● 年齢 
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契約加入者は、契約開始日（注3）において成人（18歳以上）であることを要し

ます。 

● 最低出資金額 

本契約の下で当社が受け付ける最低出資金額は1,000,000円です。また、当社

は、合理的な判断により出資金の払込みを拒否する権利を有しています。な

お、当社は特定の販売会社に対し、上記金額より高い又は低い最低出資金額

を認める場合があります。このような最低出資金額の制限の詳細については、

当社日本支店又は販売会社で確認できます（注4）。 

● 指定受取人 

本契約では、契約加入者が死亡した場合に本契約の権利を引き継ぐ指定受取

人（注5）を契約加入者の法定相続人から一名選び、契約締結時に予め登録する

ことを要します。契約加入者が死亡した場合の本契約の取扱いについては、

後記「第二部 発行者情報 第1 外国組合等の状況 6 管理及び運営 (1) 資

産管理等の概要 ④ 存続期間」をご参照ください。 

本契約の持分取得は、当社と販売委託契約を締結している販売会社を通じてのみ

可能です。詳細については、後記「第二部 発行者情報 第1 外国組合等の状況 1 

外国組合等の概況 (4) 外国組合等の仕組み ② 外国組合等及び外国組合等の関係

法人の名称及び運営上の役割並びに関係業務の概要」をご参照ください。 

（注1） 「ハンサード・オンラインアカウント」とは、オンライン利用約款に基づいて当社が提供する安全性の高

いオンライン・サービスです。ハンサード・オンラインアカウントでは、契約加入者の必要に応じて、本

契約の詳細（登録情報、契約文書、運用状況、投資オプション一覧、各種通知・報告書、その他資料など）

を確認することができます。本契約の最新情報や変更事項についても、ハンサード・オンラインアカウン

トで提供されます。また、各種取引指示（スイッチング、一部引出、解約等）は、ハンサード・オンライ

ンアカウントで行う必要があります。 
（注2） 契約加入者が契約開始後にハンサード・オンラインアカウントに接続できる動作環境を喪失した場合、本

契約が自動的に終了することはないものの、契約加入者は、それ以降本契約に関する情報の閲覧や当社に

対する手続き指示等ができなくなります。そのような状況下では、当該契約加入者からの要請に応じて、

販売会社又は当社が講じる例外的な措置によって本契約を継続することを認められる場合があります。 
（注3） 「契約開始日」とは、本契約が有効となった日であり、契約証書に記載されます。 
（注4） 出資金の支払いに関しては、当社日本支店又は販売会社にお問い合わせください。 
（注5） 「指定受取人」とは、①登録時点で成人（18歳以上）であること、②登録時及び契約加入者の死亡時にお

いて契約加入者の日本法上の法定相続人であること、③指定受取人として当社にその氏名が登録されてい

ることを満たす個人をいい、契約加入者の死亡に際して、標準約款に基づき本契約に関する権利を承継す

る人をいいます。指定受取人は、本契約の権利を承継することにより、本契約による投資を継続し、又は

本契約を解約して契約給付金を受領することができます。 

以下の記述は、本契約の成立までの手続きの概略を説明したものです。 

● 販売会社の営業担当者は、申込みを希望する顧客との対話を通じて資産状

況の確認を行い、投資者としての適合性の確認を行うことにより、顧客の

ニーズ等を確認します。本商品が顧客のニーズに適合していると確認され

た場合のみ、営業担当者は商品の説明を開始します。 

● 販売会社の営業担当者は、当社が提供する資料を用いて、顧客に商品説明
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を行います。 

● 契約締結前交付書面が、目論見書、標準約款、署名フォーム、ファンド情

報等の他の文書とともに、販売会社を介して顧客に提供されます。 

● 顧客は、販売会社が採用する事務プロセスに沿って、個人情報や申込内容

（出資金額、投資オプションの選択等）を申込書に記入し、署名フォーム

とあわせて販売会社に提出します。販売会社は2段階の確認プロセスを行

い、申込書及び署名フォームの内容が完全で正確であることを確認したう

えで当社に提出します。 

● 顧客は、当社が申込書の提出を受けた後に発行する契約参照番号を添え、

出資金を当社口座に送金します。当社では、入金情報（送金人氏名、契約

参照番号）と申込内容を照合し、出資金の入金を確認します。 

● 当社は、申込書及び署名フォームの受領及び当初の出資金の着金の確認後、

本契約の申込みを受諾します。 

● 当社が申込みを受諾すると契約が成立します。契約成立と同時に、顧客が

選択した投資オプションに出資金が充当され、運用が開始されます。 

● 本契約の申込みの受諾後、当社から、契約加入者に対して、契約番号及び

ハンサード・オンラインアカウント開設手続きについて、電子メールでお

知らせします。電子メールを受領した顧客は、ハンサード・オンラインア

カウントの開設手続きをします。開設手続きが完了した後、契約加入者は

契約情報及び契約時に使用した目論見書、標準約款、契約締結前交付書面、

契約証書兼契約締結時等交付書面、署名フォーム等を含む各種書類をハン

サード・オンラインアカウント上で閲覧でき、当社に対して取引指示その

他の連絡をすることが可能になります。 

③ 申込証拠金 

該当事項はありません。 

④ 日本以外の地域における発行 

該当事項はありません。 
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第二部【発行者情報】 

第１【外国組合等の状況】 

１【外国組合等の概況】 

（１）【主要な経営指標等の推移】 

回次 第1期中 第1期 第2期中 

会計期間 
自 2024年7月16日 
至 2025年1月31日 

2025年6月30日に 
終了した年度 

自 2025年7月1日 
至 2025年12月31日 

投資損益（千円） 171 233 112 

経常利益又は経常損
失(△)（千円） 

144 158 140 

中間（当期）純利益
又は中間（当期）純
損失(△)（千円） 

144 158 140 

出資持分総額（千
円） 

929 881 909 

契約の総数（件） 1 1 1 

純資産額（千円） 1,073 1,040 1,209 

総資産額（千円） 1,073 1,040 1,209 

1契約当たり純資産
額（円） 

1,073,596 1,040,711 1,209,342 

1契約当たり中間
（当期）純利益額又
は1契約当たり中間
（当期）純損失額
(△)（円） 

144,317 158,893 140,716 

分配総額（円） 0 0 0 

1契約当たり分配金
額（円） 

0 0 0 

自己資本比率（％） 100.0 100.0 100.0 

自己資本利益率
（％） 

13.4 15.3 11.6 

(注1) 当社が各契約加入者から受領する出資金は、アップストリーム用に当社が提供している投資オプションに全て充当されます。投

資オプションは、それ自体が独立した運用ファンドではなく、各契約加入者が指定した「ハンサード・ユニットファンド」、

「ハンサード・デポジットファンド」及び「ハンサード・モデルポートフォリオ」への出資金の配分に従って契約加入者ごとの

持分を管理するために当社が設定した会計上の仕組みです。このような仕組みのため、各契約加入者の1契約当たり純資産額は

異なります。そのため、本書においては、単純に各時点におけるアップストリームの全体の純資産総額を各当該時点における本

契約の総数で除した額を整数単位まで四捨五入し、「1契約当たり純資産額」として記載しています。したがって、「1契約当た

り純資産額」は、各契約加入者における運用の実績を反映するものではありませんので、ご留意ください。以下同じです。 

(注2) 本書中の数値は、別途注記する場合を除き、金額については表示単位未満を切り捨てて記載し、比率については表示単位未満

を四捨五入して記載しています。このため、各項目別の金額又は比率を合算した値が合計の金額又は比率と一致しない場合があ
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ります。また、円貨換算後の数値は、対応する他通貨建ての数値を所定の為替レートを用いて円貨建てに換算した上、表示単位

未満を切り捨てて記載しています。 

 

（２）【外国組合等の目的及び基本的性格】 

① 外国組合等の目的及び基本的性格 

本契約は、個人が当社との間で締結する契約により取得する持分の総体であり、

マン島の法律に準拠する契約です。 

日本の法令においては商法第535条から第542条までの規定が適用される匿名組合

契約に類似した外国の投資スキーム商品です。ただし、本契約は、2021年マン島保

険規則においては、「長期連動型ユニットリンク型資本償還契約」に分類されてお

り、組合とは分類されていません。したがって、マン島の法令において持分は、有

価証券に係る規制の適用を受けていません。 

本契約は、各契約加入者に対して、当社が設定し提供する投資オプションの範囲の

中から、一つ又は複数の投資オプションに一時払い、不定期払い又は定期払い（注1）

で投資するためのプラットフォーム（仕組み）を提供すること、そして、投資オプ

ションの成長による中長期の資金増大を目的としています。 

投資オプションには、「ハンサード・ユニットファンド」及び「ハンサード・デポ

ジットファンド」の分類があります。 

「ハンサード・ユニットファンド」（以下「ユニットファンド」といいます。）は、

本契約において選択対象として複数設定されますが、それらの設定されたユニット

ファンドはそれぞれが一つの外部投資ファンドに名目的に紐づけられており、その外

部投資ファンドのユニット価格及び運用実績と連動しています。契約加入者は、投資

しているユニットファンドの持分の合計に相当する契約給付金の受領権のみを有しま

す。このため当社は、外部投資ファンドの契約加入者ごとの持分については把握しま

せん。 

「ハンサード・デポジットファンド」（以下「デポジットファンド」といいます。）

は、異なる通貨建てで複数設定されますが、契約加入者に短期かつ流動性の高い現金

への投資機会を提供するためのもので、それぞれが各デポジットファンドと同じ通貨

建てで当社に設定されるデポジット口座と名目的に紐づけられており、その通貨での

金利を参考に当社が決定する金利が付与されます。 

このように、ユニットファンドの運用実績は、それぞれ特定の外部投資ファンド

（なお、外部投資ファンドは、当社が投資コンサルタントのガイダンスを受けて選択

します。）の運用実績と連動しますので、本契約により実現される収益は、契約加入

者が選択したユニットファンドに名目的に紐づく外部投資ファンドの収益次第となり

ます。また、モデルポートフォリオの運用実績についても、組入れられた複数のユ
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ニットファンドを介して外部投資ファンドの運用実績に連動します。デポジットファ

ンドの運用実績は、当社が外部の預金口座で得られる金利を反映します。このような

構造により、契約加入者は、様々な国、通貨、産業及び分野にわたる投資効果を得る

ことができ、また、外部投資資産の購入手続きを個々に行う必要はないため、自らの

投資ポートフォリオを効率的に多様化することができます。また、契約加入者はいつ

でも、ハンサード・オンラインアカウントのスイッチング機能により、自らが選択し

た投資オプションを他の投資オプションに変更することができるため、環境変化、投

資リスクの見通し及びライフステージに合わせて、投資資産に対する価格変動リスク

を効果的に調整することができます。 

（注1）当社は、本契約について、一般的な資産形成又は老後資金、教育資金やその他の特定の投資目的のために長期

的な資産形成を行いたいとお考えの方、さらには、資産承継をスムーズに行いたい方などにも適していると考

えています。本契約は、最低出資金額の規定はあるものの、出資金額や出資タイミングの点で柔軟といえます。

また、一時払い（当初の一時払いのみの支払方法）、不定期払い（当初の一時払いに加えて既に締結した本契

約の中で追加出資することを可能とする支払方法）又は定期払い（月ごと等の定期的な支払方法）の支払いの

方法については、当社と販売会社の合意のもとで定められます。販売会社はその考え方で、販売対象顧客を選

定し、顧客のニーズに沿ってこの金融商品を販売します。ただし、本契約で提供される支払方法は不定期払い

のみです。 
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② 外国組合等の特色等 

当社が各契約加入者から受領する出資金は、各契約加入者が指定する割合で、契

約加入者が指定した投資オプションに充当されます。 

詳細については、後述の「2 投資方針 (1) 投資方針 ④ 運用の形態 (ロ) 投

資オプションを用いた運用の仕組み」をご参照ください。 

 

（３）【外国組合等の沿革】 

1986年12月24日   ハンサード・インターナショナル・リミテッド設立 

2014年12月1日    当社日本支店設立 

2024年6月28日    持分の取得勧誘開始 

2024年7月16日    アップストリーム契約締結開始 

 

（４）【外国組合等の仕組み】 

① 外国組合等の仕組み 

契約加入者は、当社とのみ、直接の契約上の関係を持ちます。以下の図は、当社

と本契約の運営に関わる各関係会社の関係を示したものです。 

 
 



－  － 

 

12

② 外国組合等及び外国組合等の関係法人の名称及び運営上の役割並びに関係業務の

概要 

名称 運営上の役割 関係業務の概要 

アップストリーム 

（Upstream） 

外国組合等 アップストリームは、契約当事者である当社

と各個人契約加入者間の契約上の権利、義務

及び便益の総体をいいます。 

ハンサード・グローバル・

ピーエルシー 

（Hansard Global plc）（以

下「HGP」といいます。）（注

1） 

共有サービス及

び統括機能 

HGPは、2006年からロンドン証券取引所に上場

しており、ハンサードグループ各社の株式の

全てを保有し、グループ各社の従業員のほと

んどを雇用し、関連する子会社に出向させ、

それぞれの業務にあたらせるほか、以下の業

務を行います。 

－ リスク管理、コンプライアンス、人事、

内部監査、法務、戦略、企画、総務サー

ビスなどの部門 

ハンサード・インターナショ

ナル・リミテッド（当社） 

（ Hansard International 

Limited） 

営業者 当社は、マン島において1986年12月24日に設

立され、マン島金融サービス機構（Isle of 

Man Financial Services Authority）より、

マン島内又はマン島外において長期生命保険

業務（2021年保険規則セクション2に記載され

ているクラス1（長期連動型）（注2）、クラス

2（長期型）（注3）及びクラス10（再保険）

（注4））の提供を行う認可（認可番号72）を

得ています。日本においては、投資運用業の

登録を受け（関東財務局長（金商）第3143

号）、アップストリームの自己運用等の日本

法上の投資運用業を行います。 

ハンサード・デベロップメン

ト・サービシズ・リミテッド 

（ Hansard Development 

Services Limited ） （ 以 下

「HDSL」といいます。） 

事業開発・販売

支援サービス提

供者 

HDSLは、以下の業務を行います。 

－ 当社の商品のプロモーション及びマーケ

ティングを行う販売会社として当社が指

定する第二種金融商品取引業者又は登録

金融機関の開拓 

－ 販売会社に対する販売支援サービスの提

供 

ただし、HDSLは当社を拘束する権限や当社の

既存顧客や潜在顧客と直接契約を締結する権

限は有していません。 
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名称 運営上の役割 関係業務の概要 

ハンサード・アドミニスト

レーション・サービシズ・リ

ミテッド 

（ Hansard Administration 

Services Limited ） （ 以 下

「HASL」といいます。） 

顧客管理・契約

管理・財務経理

等業務提供者 

HASLは、インベストメンツ部、オペレーショ

ン部、カスタマーサービス部、財務経理部、

アクチュアリー部及びIT部に分かれており、

以下の業務を行います（HASLは、2008年保険

法に基づく義務により、マン島において保険

マネジャーとして登録しています。）。 

インベストメンツ部ユニットファンド管理グ

ループ 

－ 外部投資ファンドの管理要件充足の確認 

－ 保管会社に対する外部投資ファンドへの

投資指図 

－ ユニット価格の算定及び報告 

－ 保管会社における自社持分の設定、管理

及び調整 

オペレーション部 

－ 本契約及び契約加入者のデータベース管

理並びにこれらに基づく報告書の作成・

管理 

－ 契約加入者の金銭の支払い・収受の管理

及び支払業務の監督 

  カスタマーサービス部（注5） 

－ 契約加入者の各種依頼への対応 

－ 契約加入者への通知等の送付 

－ 苦情対応サポート 

財務経理部（注6） 

－ 財務・経理 

－ 財務諸表作成（アップストリームに関す

るものを含みます。） 

アクチュアリー部 

－ 技術的準備金の計算、保険料及び価格設

定業務、資本十分性、流動性十分性、並

びに再保険を含む保険数理事項に関連す

る業務を担当 

IT部 

－ IT管理 

－ テクノロジーサポート 

－ ITインフラ 

－ ITセキュリティ 

－ 分析、開発及びテスト 
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名称 運営上の役割 関係業務の概要 

オールファンズ・バンク・エ

ス・エー・ユー 

（ Allfunds Bank S.A.U. ）

（以下「オールファンズ・バ

ンク」といいます。） 

保管会社 オールファンズ・バンクは、以下の業務を行

います。 

－ HASLの指図を受けた、ユニットファンド

を通じた外部投資ファンドに係る取引の

実行 

－ 外部投資ファンドにおけるコーポレー

ト・アクション（投資対象株式に関する

分割・併合、合併、第三者割当増）など

情報のHASLに対する報告 

GUARDIAN JAPAN株式会社（注7） 販売会社 販売会社は、当社との間で締結された販売委

託契約に基づき、アップストリームの日本に

おける加入申込みの取扱いを行います。 

モーニングスター・インク 

（Morningstar, Inc.）（以下

「モーニングスター」といい

ます。） 

当社の投資コン

サルタント 

アップストリームで選択可能な投資オプショ

ンに関する当社への投資コンサルティング

サービスの提供（特にユニットファンド及び

モデルポートフォリオの提供に関する事項）

を行います。 

（注1）当社の親会社であるHGPはロンドン証券取引所に上場している上場会社であり、その財務書類は会計監査人で

あるKPMG LLC（マン島）により監査を受け、一般に公開しています。また、当社の財務書類についても、KPMG 

LLC（マン島）の監査を受けております。 

（注2）2021年マン島保険規則の定めにより、クラス1に該当する「長期連動型」とは、生命保険契約、資本償還契約

又は個人年金契約であって、給付の全部又は一部が、一定の財産の価値若しくは財産からの収益を参照し決定

されるもの又は財産の価格若しくは指数の変動を参照して決定されるものをいいます。 

（注3）2021年マン島保険規則の定めにより、クラス2に該当する「長期型」とは、生命保険、年金保険、婚姻保険、

出産保険、長期連動型保険、長期健康保険、トンチン年金及び資本償還保険契約の締結又は履行であって、有

効期間が5年以上又は期限の定めのない期間と明示され、かつ、その効力発生から5年の有効期間前に解約する

ことができる旨が明示されておらず、又は一定の事由が発生した場合に限り有効期間満了前に解約することが

できる旨が明示されているものをいいます。 

（注4）2021年マン島保険規則の定めにより、クラス10に該当する「再保険」とは、上記クラス1及びクラス2に関する

契約の再保険をいいます。 

（注5）当社日本支店は、日本の契約加入者対応の面でHASLをサポートします。 

（注6）財務経理部は、HASLの一部門ですが、そのレポートラインはHGPとなっています。 

（注7）本契約は、「第2 関係法人の状況 2 その他の関係法人の概況 (1)名称、資本金の額及び事業の内容 ⑥ 販

売会社」の項に記載されている販売会社を通じてのみ契約することができます。なお、契約加入者は、出資金

の拠出及び契約給付金の受領につき、本契約に係る銀行口座を指定しなければなりません。 
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（５）【外国組合等の機構】 

① 組織 

アップストリームは、マン島の法令においては匿名組合とは分類されないため、

アップストリームに人的組織は存在しません。しかし、本契約に基づく権利は、日

本の法令上、外国で設定された匿名組合に類似する権利であり、当社が匿名組合に

おける営業者に相当します。 

 

② 運用体制に関する内部規則 

本商品においては、出資金についての投資の意思決定は、契約加入者に委ねられ

ています。当社は、契約加入者の投資対象である投資オプションの新設・管理・廃

止に関して責任を負っています。投資オプションの新設・廃止については、当社の

投資コンサルタントであるモーニングスターの推奨に基づき、当社の取締役会によ

り予め定められた評価基準に基づいて当社の投資委員会が決定します。投資委員会

及び投資オプション選定基準の詳細については、後記「2 投資方針 (1) 投資方針 

① 銘柄選定の方針」をご参照ください。 

そのうえで、投資オプションの事務管理及び財務経理等の業務は、以下のとおり

当社と関連グループ会社の各部門において執行しています。 

 

(イ) 帳簿・報告書の作成、管理（HASLのオペレーション部） 

帳簿、記録、報告書の作成、管理については、HASLに委託しています。HASL

のオペレーション部は、当社とのサービス契約に従い、データベースを作成・

管理し、オンラインベースの報告書を作成します。HASLは、本契約の契約加入

者による投資オプションへの投資についてのデータベース管理を行うとともに、

データベースに関連する法定帳簿、報告書（運用報告書、取引明細等）の適切

な作成・管理を行います。また、それらの報告書等をオンライン上で契約加入

者へ開示するとともに、当社日本支店におけるその他書類（事業報告書や法令

上必要とされるその他の書類）の作成に必要な情報を適時に当社日本支店へ提

供します。当社日本支店は、提供を受けた情報をもとに、法令上又は自主規制

上必要な書類を作成し、監督官庁及び自主規制機関に提出します。 

(ロ) ディスクロージャー（HGP財務経理部） 

規制上要請されるディスクロージャーに必要な情報の作成は、HGPに委託して

おり、HGPの財務経理部（実際の業務はHASLにおいて行います。）は、HASLのア

クチュアリー部又は関連する管理部門から提供された情報をとりまとめたうえ

で、有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書等の正確かつ期限内の提

出に関し当社日本支店と連携します。 
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(ハ) 運用財産の分別管理（HASLのインベストメンツ部ユニットファンド管理グ

ループ及びオペレーション部） 

契約加入者の出資金は、契約加入者名義の登録口座から、当社の銀行口座に

銀行送金により入金されます。HASLのオペレーション部は、受領した出資金を

契約加入者が選択した投資オプションに充当します。次に、HASLのインベスト

メンツ部ユニットファンド管理グループが、投資オプションに充当された出資

金について、他の契約加入者が同じ投資オプションに充当した出資金と合算し、

当該投資オプションが名目的に連動している外部投資ファンドを購入します。 

当社は各契約加入者の投資オプションの持分を把握・管理しなければなりま

せんが、各ユニットファンドと名目的に連動している外部投資ファンドへの投

資については、保管会社（オールファンズ・バンク）が当社名義で行います。

このため、オペレーション部は、経営陣の監視・指示の下、契約加入者ごとの

保有ユニット数を記録・管理します。このようなユニット数は、出資金（出資

手数料控除後）が各投資オプションに充当される際に、出資金をその時点のユ

ニット価格で除して計算されます。その際、投資オプションが円建てではない

場合には、その時点の為替レートが適用されます。このプロセス管理の統制に

ついては、適切な手法により内部監査部の定期監査の対象となっています。 

インベストメンツ部ユニットファンド管理グループは、全ての投資オプショ

ンのユニット価格を管理する責任を負っています。また、インベストメンツ部

ユニットファンド管理グループは、各投資オプションの総投資額を記録・管理

し、外部投資ファンドや名目的に連動した通貨ごとの預金金利に基づいて投資

オプションのユニット価格を決定し、また外部投資ファンドへの追加投資及び

払戻しについて保管会社に適切な指示を出します。 

このように、投資オプションに投資された資金は、他の投資オプションの資

金や同一投資オプション内の他の契約者の資金とは区分して、それぞれの投資

オプションの関係者により適切に分別管理されます。 

(ニ) リスク管理（HASLのインベストメンツ部ユニットファンド管理グループ） 

本契約にリンクさせる投資オプションの選択は個々の契約加入者のリスク許

容度や投資目的により異なりますので、契約加入者の責任において行います。

このため、当社は、各契約加入者の投資オプションの選択について推奨を行う

ことはありません。同様の理由により、投資開始後のリスク管理も契約加入者

の責任となります。各契約加入者のリスクの状況については、当社はモニタリ

ングを行いません。 

一方、当社では、投資オプションと名目的に連動する外部投資ファンドの適

格性についてのモニタリングを行います。具体的には、HASL（インベストメン
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ツ部ユニットファンド管理グループ）が当社とのサービス契約に基づき、当社

で定める外部投資ファンドの採用基準（類似ファンドと比較しての運用成績、

運用担当者、ファンドの規模、手数料レベル、管理・保管サービスの質、開示

書類の品質、コンプライアンス関連の履歴など）が満たされているかについて

モニタリングを行い、外部投資ファンドが当社の採用基準を満たしていない、

又は、長期的な運用成果の期待水準に達していないと判断した場合には、当社

の投資委員会に報告します。そのうえで、投資委員会の承認を受けて当該外部

投資ファンドと連動する投資オプションの廃止・入替えを含む改善策が実施さ

れます。影響を受ける契約加入者に対する連絡はオペレーション部が適切に行

います。このプロセスにおいて、当社は、契約加入者に対して何らの推奨を行

うものではなく、また、本契約に関連して契約加入者の資産に生じ得るリスク

について何らのモニタリングあるいは手当てを行うものではありません。その

ようなリスク管理は契約加入者の責任において行われます。 

(ホ) コンピューターシステム管理（HASLのIT部） 

当社は、HASLとのサービス契約に基づき、HASLのIT部の技術サポートを受け

ます。ITインフラ（契約加入者用及び販売会社用のハンサード・オンラインア

カウント、当社日本支店及び販売会社が使用するウェブサイト（ハンサード・

オンライン）及び社内のメール、データベース、IP電話等を支えるネットワー

クのシステムを指します。）のメンテナンスについては、HASLのスタッフ又は

委託契約に基づき外部業者が取り扱います。 

HASLのIT部のスタッフには、管理担当、インフラ担当、テスト担当、開発担

当、データベース管理担当、システム分析担当及びシステムセキュリティ担当

等が含まれます。 

(ヘ) 運用状況管理、顧客管理（HASLのオペレーション部、当社のアドミニスト

レーション部門（日本支店を含みます。）） 

HASLのオペレーション部は、各契約加入者が各投資オプションに配分したユ

ニット数を記録して、データベース上で各契約加入者の投資状況を管理します。

また、オペレーション部は、管理方法を適切に改善する等により、日本の法令

の遵守に必要な全ての情報がデータベースに記録されるようにします。 

当社のアドミニストレーション部門（日本支店を含みます。）は、顧客デー

タを管理し、契約加入者が当社に（ハンサード・オンラインアカウントを用い

ることなく、また販売会社を介さずに）直接問い合わせてきた場合には、カス

タマーサービス機能の一環として、契約加入者からの問い合わせに日本語で対

応します。契約加入者による問い合わせや各種手続き請求等については、原則

としてハンサード・オンラインアカウントを使用することにより行います。た

だし、例外的な事情がある場合は、直接の照会・問い合わせも可能です。 
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(ト) 内部監査（HGPグループの内部監査部） 

HGPグループの内部監査部（以下「内部監査部」といいます。）は、ハンサー

ドグループの組織内の独立した客観的な確認・助言部門であり、英国及びアイ

ルランドの公認内部監査人協会（以下「CIIA」といいます。）の国際専門プラ

クティス・フレームワーク（以下「IPPF」といいます。）に従い業務を行いま

す。なお、IPPFには、CIIAの内部監査定義、内部監査の専門プラクティスに関

する国際標準、CIIAの倫理規定、内部監査の専門プラクティスに関するCIIAの

基本原則が含まれます。 

内部監査規程は、詳細な手順を伴い、リスクベースの監査サイクルを策定し

維持するために採用されている手法及び内部監査部が実施する年次計画を確認

するためのものです。年次計画は少なくとも年一回、又は必要に応じてより高

い頻度で、当社の監査・リスク委員会により承認されます。全ての内部監査業

務は内部監査部により行われますが、特定の目的又は監査計画一般の目的を達

成するため、更なる要員又は特別な技術や技能が必要な場合には、当社の監

査・リスク委員会の承認を得たうえで、外部サービスプロバイダーとの共同作

業又は委託（両方を含む場合もあります。）が行われることがあります。 

当社の監査・リスク委員会は、監査に関する全ての最終的な監査報告を受け、

監査結果が全ての関係者に交付されるよう取り計らいます。関連部門の経営陣

との間で合意された是正措置は全て、内部監査部により解決までモニタリング

されます。是正措置が実施され、意図されたとおりに運用されていることを確

認するために、フォローアップ・プロセス（追跡調査）が行われます。 

取締役会が認識している主要なリスクについては監査・リスク委員会が管理

を行いますが、監査・リスク委員会による当該管理状況について保証を付与す

るため、内部監査が実施されます。各監査の範囲は、グループの戦略的目標、

リスク管理、その他の監査を行う者及び規制環境等を考慮したうえで、監査対

象である主要なリスクに影響を与える手続き・機能を特定するための広範な計

画過程において、明確化されます。このプロセスを通して、内部監査により投

資オプションのユニット価格算出業務の確認も行うことができます。 

内部監査部は監査サイクル及び年次計画にアップストリームに関する事項も

組み込み、業務のリスク管理フレームワーク及び内部統制環境が目的に適合し

ており、意図されたとおりに運用されていることを保証するために内部監査を

行います。業務リスクを考慮のうえ、当社日本支店の業務について定期的（最

低でも年一回）に内部監査を行う当社日本支店のコンプライアンス・オフィ

サーの活動状況も監査対象としています。 

(チ) 外部監査の有無 
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KPMG LLC（マン島）が当社の会計監査を行っています。 

なお、アップストリームの会計監査人は、太陽有限責任監査法人（Grant 

Thornton Taiyo LLC）です。 

 

③ 内部管理及び組合等の業務の執行に係る意思決定を監督する組織 

前記「② 運用体制に関する内部規則」をご参照ください。 

 

④ 人員及び手続並びにこれらの者の相互連携等 

人員については後記「第2 関係法人の状況 1 資産運用会社の概況 (4) 役員の

状況」、手続き及び相互連携等については前記「② 運用体制に関する内部規則」を

ご参照ください。 

 

⑤ 組合等による関係法人に対する管理体制等 

前記「② 運用体制に関する内部規則」をご参照ください。 

 

（６）【外国組合等の出資総額】 

① 外国組合等の出資総額等 

2025年12月31日現在、アップストリームの出資持分総額及び契約総数（以下「既

存契約」といいます。）は、以下のとおりです。 

アップストリームの出資持分総額（千円） 909 

アップストリームの契約総数（件） 1 

 

2025年12月31日現在、既存契約の規定に基づき契約加入者の勘定に配分されて

いる出資持分総額は、909千円です。ただし、契約加入者の勘定に配分される総額

は、複数の要因により日々異なります。これには、(i)各契約に基づく出資金の受

領、(ii)一部引出又は解約の申込受領後の支払い、(iii)本契約上のスイッチング

による価額の変更、又は、(iv)本契約に基づく手数料等の適用などが含まれます。 

 

② 最近5年間における出資持分総額及び契約総数の増減 

事業年度 
アップストリームの 
出資持分総額（千円） 

アップストリームの契約総数（件） 

増減額 残高 増減数 残高 

2025年1月中間期 929 929 1 1 

2025年6月期 △48 881 0 1 

2025年12月中間期 27 909 0 1 

(注) アップストリームは、2024年7月16日から契約締結を開始しました。 
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（７）【外国組合等に係る法制度の概要】 

① 準拠法域 

契約加入者と当社との間の各契約は、マン島の契約法（the Isle of Man 

contract law）に準拠します。また、契約加入者と当社との間の各契約は、マン島

の1991年消費者保護法（Consumer Protection Act 1991）（改正済）の適用を受け、

同法により不公正とされる条項は強制執行することができません。 

② 準拠法の内容 

マン島は、自治権を持った英国王室の属領です。マン島は英国王室の属領である

ため、あらゆる事項について独立権を有しますが、外交及び軍事については英国政

府が責任を負い、マン島が年次拠出金を納付しています。 

マン島は、マン島の首相をトップとする大臣制の立法府（Tynwald）であり、首相

がマン島内閣（内閣評議会）を任命します。首相は、各総選挙後に議員の中から議

会により選任されます。 

イングランド及びウェールズで適用される法がマン島に直接適用されるものでは

ありませんが、マン島の法制度は、英連邦の多くの国の法制度と同様、イングラン

ドのコモン・ローの原則に基づいています。マン島の刑法は19世紀に成文化され、

イングランド法に基づいています。また、契約法は成文化されたものではなく、長

年にわたるマン島の裁判上の先例（コモン・ロー）に基づいて構築されてきました。

契約法、不法行為法、家族法及び社会保障に関するマン島の法律は、イングランド

法に非常によく似ています。しかし、他の点については、マン島の法律は島の特別

な事情（特に直接課税、会社法及び金融監督）に適合するよう制定されてきました。 

マン島の法律の基礎となるのは、1931年‐2004年マン島会社法（the Isle of Man 

Companies Act 1931 – 2004 ）及び 2006 年マン島会社法（ the Isle of Man 

Companies Act 2006 ） を 含 む 、 マ ン 島 議 会 法 （ Acts of the Isle of Man 

Legislature and Orders）並びに当該法律に基づき制定された命令及び規則です。

マン島の高等裁判所判事は、英国において高等裁判所、郡裁判所及び刑事法院の管

轄となるあらゆる刑事及び民事事項について管轄権を有します。 

マン島は、投資家保護、金融サービス・オンブズマン制度を持ち、国際標準化に

精力的に取り組んでいる世界有数の国際金融センターとして知られています。ムー

ディーズ（Moody's）は、マン島に対して、「Aa3」（ステーブル）の格付けを維持

しています（2025年6月3日現在）。 
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（８）【監督官庁の概要】 

マン島金融サービス機構（以下「本機構」といいます。）は、2015年機能移転

（マン島金融サービス機構）命令によって設立されました。当該命令により、本機

構が設立されるとともに、マン島金融監督委員会及びマン島政府保険年金局の機能

が本機構に移転されました。本機構の規制上の目的は、次のとおりです。 

・ 保険契約者（注1）、退職給付制度加入者及び規制対象業務を営む者の顧客の適切

な保護水準の確保。 

（注1）「保険契約者」には、本機構の規制上、アップストリーム契約の契約加入者を含みます。以下同じです。 

・ 金融犯罪の抑制。 

・ 効果的な規制によるマン島の金融サービス業界、保険業界及び年金業界に対す

る信頼性の維持、ひいてはマン島の経済及び国際的な金融中心地としての発展

の支援。 

本機構の主な役割は、2008年金融サービス法及び2008年保険法に規定されており、

以下が含まれます。 

・ マン島内での又はマン島から外部に向けて行われる預金受入業務、投資業務、

集団投資スキームに関わる業務、信託業務及び送金業務に関する規制対象業務

を営む者を規制し監督すること。 

・ マン島内での又はマン島から外部に向けて行われる、保険及び退職年金制度に

関する規制対象業務を営む者を規制し監督すること。 

・ 2008年集団投資スキーム法に定める集団投資スキームを規制し監督すること。 

・ 2000年退職給付制度法に定める退職給付制度を規制し監督すること。 

・ 上記全てに関する規制制度を保持し進展させること。 

・ 規制対象業務を営む者によるAML／CFT法制（注2）の違反に起因する問題発生の疑

いを調査すること。 

（注2）「AML／CFT法制」とは、マン島のマネーローンダリング／テロ資金供与対策法をいいます。 

・ 民間企業の運営、監督あるいはその他の活動に関して責任を負う取締役及び個

人を監督すること。 

・ 諮問会議、ワーキンググループ及びその他協議に参加すること。 

 

本機構はまた、以下に基づく機能も有します。 

・ 2015年制定の特定事業（登録・監督）法に基づき、特定の非金融業者及び専門

職について、マネーローンダリング及びテロ資金供与対策法の法令遵守状況を



－  － 

 

22

監視する機能。 

・ 2017年制定の法人の実質的所有権者法に基づき、対象者の法令遵守状況を評価

する機能。 

 

本機構の業務は、マン島財務省が立法府の承認を得て任命する7名以上の委員により

監督されています。 

本機構は、その機能を果たす際、以下の点を考慮するよう求められます。 

・ 規制目的のバランスをとることの必要性。 

・ 規制、監督及び登録制度が、効果的であり、商業的発展に対応しており、規制

を課すことにより負担が、その規制により期待される利益に釣り合っているこ

との必要性。 

・ 効率的かつ経済的な方法で本機構の資源を利用することの必要性。 

・ 認められた国際標準を実行及び適用することの望ましさ。 

・ マン島外の政府、規制当局等と協力することの望ましさ。 

・ マン島の評判を守ることの必要性。 

・ 金融サービス業界、保険業界及び年金業界に関する一般の理解を促進すること

の必要性。 

・ 許可された者、保険会社及び退職給付制度の業務を管理する者の責任。 

・ 金融サービス業界、保険業界及び年金業界の国際色とそれらが持つ市場、並び

にマン島が持つ競争力を維持することの望ましさ。 

・ 金融サービス業界、保険業界及び年金業界の発展を促進することの望ましさ。 

・ マン島の金融システムの安定に係る本機構の決定の影響力。 
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（９）【その他】 

① 契約又は規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 

当社と契約加入者との本契約は、同一の標準約款により締結されます。本契約の

標準約款は、HGPの法務部門及びHASLのアクチュアリー部が承認し、標準約款の承認

権を当社取締役会により授権された者（通常はCEO又はCFO）が署名した書面により

承認した場合にのみ変更することができます。 

本契約の標準約款は、当社の本契約上の義務を履行する能力に重大な影響を与え

る法令上、規制上、商業上その他の事情がある場合や、明確性の向上又は誤記や不

足の修正の目的で、本契約の締結後に変更する必要が生じることがあります。かか

る変更は、契約加入者のハンサード・オンラインアカウントを通じて事前に通知さ

れます。 

② 訴訟事件その他本商品に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

該当事項はありません。 

 

２【投資方針】 

（１）【投資方針】 

① 銘柄選定の方針 

(イ) 投資オプションの選定 

アップストリームで利用可能な投資オプションの選定は、当社の投資コンサ

ルタントの推奨に基づき、当社の投資委員会（注）が行います。投資委員会は、

外部投資ファンドの候補が投資オプションと名目的に連動するものとして適切

か否かを判断するために、当該外部投資ファンドの資産内容が以下に記述する

評価基準を満たしているか検討します。 
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本書提出日現在の当社の投資委員会のメンバーは、以下のとおりです。 

氏名 役職 在職期間 

オリバー・アンソニー・バーン 
チーフ・ファイナンシャル・オ

フィサー 
2024年11月13日より現職 

エディ・クラーグ 
マネジャー（インベストメンツ

部） 
2006年9月19日より現職 

アラン・カニー 
グループ・チーフ・アクチュア

リー 
2024年5月28日より現職 

アダム・ハッセイ 
インベストメント・プロポジショ

ン・エグゼクティブ 
2017年4月27日より現職 

リサベス・マッコイ・シェリダン 
ヘッド・オブ・アクチュアリア

ル・レポーティング・アンド・

ファイナンシャル・プランニング 
2025年6月26日より現職 

（注）「投資委員会」とは、当社の取締役会から委譲された権限に基づき、外部投資ファンド候補を検討する組織

内の機能をいいます。 

 

投資オプションの採用において用いられる評価基準は、名目的に連動する外

部投資ファンド候補の運営の詳細（価格評価における信頼性、効率的に取引を

行う能力、適切に品質管理された記録を提供する能力等）です。当社の投資委

員会は、その採否決定に際して、以下の要素を重視します。 

・ 外部投資ファンドのマネジメント・グループ内の運用担当者、運用チー

ム及び運用プロセスの強みに関する投資コンサルタントの定性的分析 

・ 外部投資ファンドの運用担当者の評判 

・ 外部投資ファンドの規模 

・ 外部投資ファンドの運用成績（類似のファンド集団内での比較） 

・ 外部投資ファンド及びその運用担当者のリスク管理プロフィール 

・ 外部投資ファンドの公的登録 

・ オンラインによる外部投資ファンドの開示書類の入手の可否 

・ 外部投資ファンドの開示書類の品質 

・ 外部投資ファンドに必要な費用のレベル 

・ 外部投資ファンドが提供する法務、会計、管理及び保管サービスの質 

・ 外部投資ファンドの運用担当者の規制業務及びコンプライアンス業務に

関する経歴（入手可能な範囲で） 

当社の投資委員会は、外部投資ファンド候補が当社の取締役会により定めら

れた基準を満たしていると判断した場合、当該外部投資ファンド候補について、

契約加入者への日々の運用報告、出資金の取扱い、一部引出又は解約時の契約
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給付金の支払い等に支障がないかを詳細に評価します。評価され、承認された

外部投資ファンドは、関連する投資オプションに紐づけられ、本契約における

投資先として追加されます。 

 

(ロ) 投資オプションの設定及び廃止 

当社は、アップストリームで投資可能な投資オプションの追加設定、廃止又

は入替えを行うことがあります。各契約加入者は、自身の投資目的を考慮し、

新しい投資オプションに投資するか否かを自身で判断します。 

以下の場合を除き、当社は、契約加入者が指定した投資オプション以外のも

のに当該契約加入者が拠出した出資金を充当することはありません。 

もし、契約加入者がすでに廃止が決定している投資オプションへの出資金の

充当を選択している場合、当社は、当該廃止予定投資オプションに出資金を充

当せず、当社の投資委員会が当社の投資コンサルタントの助言を踏まえ、廃止

予定の投資オプションに可能な限り類似する代替投資オプションとして適切と

判断した他の投資オプションに出資金を充当します。廃止される投資オプショ

ンと類似した適切な投資オプションがない場合には、廃止される投資オプショ

ンと同じ通貨建てのデポジットファンドに出資金を充当します。また、契約加

入者が廃止される投資オプションに持分を持っている場合には、投資委員会の

指示に基づいて他の投資オプション又はデポジットファンドにスイッチング

（スイッチングについては、後記「④ 運用の形態 (ニ) 投資オプションの選

択及びスイッチング」をご参照ください。）されます。 

外部投資ファンドが（i）閉鎖（運用終了）された場合、（ii）追加投資の受

入れを中止した場合、（iii）勧誘ができない場合若しくは投資ファンドとして

継続するのに十分な投資金が確保できない場合、又は（iv）当社の投資委員会

が定めた基準を満たさなくなった場合には、当社は、当該外部投資ファンドに

名目的に連動するユニットファンドを廃止することがあります。 

HASLのオペレーション部は、当社の投資委員会からの助言や情報に基づき、

廃止予定のユニットファンドに持分を保有する契約加入者に対し、当該ユニッ

トファンドが廃止予定であること、及び投資委員会の意見において廃止予定の

ユニットファンド（注）に類似した新規又は既存の代替ユニットファンドを事前

にできる限り早く通知します。契約加入者は、ユニットファンド廃止の通知を

受領後、廃止予定のユニットファンドの持分を他のユニットファンド等にス

イッチング（移管）をするか、又は当社の投資委員会が提示する適切な代替ユ

ニットファンドにスイッチングするかを自身で判断することができます。契約

加入者がユニットファンド廃止通知に記載された期間内（この期間は、当該ユ

ニットファンドの閉鎖までの期間により変動し、その閉鎖までの期間は外部投
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資ファンドの運用者からの通知期間によって変動します。）に、当社に対して

指示しない場合には、契約加入者がその持分を当社の投資委員会が提示した代

替ユニットファンドにスイッチングすることを承認したものとみなします。 

（注）廃止されるユニットファンドと類似した適切な代替ユニットファンドがない場合、当社は、廃止予定のユ

ニットファンドに係るユニットの残高を当該ユニットファンドと同じ通貨建てのデポジットファンドにス

イッチング（移管）します。これは、契約加入者が自身の判断で他のユニットファンド等への移管指示を

別途行うまでの間、資産価値を守るための一時的な対応です。 

 

なお、モデルポートフォリオに用いられているユニットファンドが廃止され

る場合には、当社の投資コンサルタントが廃止予定のユニットファンドを除外

したモデルポートフォリオの構成案を提示します。 

 

② 投資姿勢 

(イ) 当社の運用管理機能の範囲 

当社の運用管理機能は、投資オプションの運営管理（具体的には、ユニット

ファンド、デポジットファンド及びモデルポートフォリオの設定と運営を指し

ます。）に限られます。当社は、前記「① 銘柄選定の方針 (ロ) 投資オプ

ションの設定及び廃止」に記載した外部投資ファンドの廃止に際しての対応を

超えて、投資オプションへ出資金の配分割合決定等の権限は有しません。また、

いかなる場合においても、当社が、ユニットファンド、デポジットファンド又

はモデルポートフォリオあるいは外部投資ファンドについての助言をすること

はありません。 

 

③ 運用方針 

前記「② 投資姿勢」をご参照ください。 

 

④ 運用の形態 

(イ) 投資オプション 

当社は、投資オプションと投資配分割合を指定して出資金を払い込むことに

より、契約加入者が当社を介して間接的に保有する持分を管理するため、複数

の投資オプションを設定しています。投資オプションの設定は、当社の投資委

員会と当社の投資コンサルタントの助言に基づいて行われます（前記「① 銘柄

選定の方針 (イ) 投資オプションの選定」、及び後述の「第2 関係法人の状況 

2 その他の関係法人の概況 (1) 名称、資本金の額及び事業の内容 ⑤ モーニ

ングスター・インク」をご参照ください。）。これらの投資オプションは、契

約加入者が選択し、出資金が充当される単一又は複数のユニットファンド、デ
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ポジットファンド及びモデルポートフォリオ、あるいはこれらの組合せです。

モデルポートフォリオは、それぞれ異なったユニットファンドの組合せで構成

されます（後記の「(c) ハンサード・モデルポートフォリオ」をご参照くださ

い。）。 

各投資オプションのユニット価格は、営業日（注）ごとにHASLのインベストメ

ンツ部ユニットファンド管理グループが計算します。 

（注）「営業日」とは、日本又はマン島において本契約に係る運営業務を行う金融機関が業務を行う日をいいま

す（土日及び祝祭日を除きます。）。取引手続き等の本契約に係る運営業務は、当該業務に関与する機関

の休業日等により、遅延することがあります。 

本契約を通じて取得する投資オプションの持分は、当社が発行し管理する他

の保険商品等の投資オプションの持分から、マン島法下で法的に分離されてい

るわけではありませんが、両者の分離は、それぞれの資産額を管理・記録する

ことで実現されており、当社は、契約加入者ごとの当該投資オプションの持分

を常に把握しています。なお、契約加入者の全体の資金は独立した保管会社を

通じて当社株主に帰属する資産から分離されています。ただし、ハンサード・

デポジットファンドに充当された出資金は当社に設定するデポジット口座にお

いて財務経理部により当社株主に帰属する資産から分離されて管理されます。 

各契約加入者の持分が正確に管理されていることを担保するため、HASLのア

クチュアリー部は、内部統制を行っています。 

(a) ハンサード・ユニットファンド 

ユニットファンドは、それぞれ一つの外部投資ファンドと名目的に紐づいてお

り、その運用実績は紐づいた外部投資ファンドの運用実績で決まります。ユ

ニットファンドの運用目的は、名目的に紐づいている外部投資ファンドの運用

目的と同一です。 

外部投資ファンドは、独立した外部の運用会社により運営されており、その投

資判断は当該運用会社が行います。外部投資ファンドは、公表している運用目

的に沿って運用されます。ユニットファンドの名称は、外部投資ファンドの名

称を反映しており、また、外部投資ファンドの名称等は、ユニットファンドの

情報シートに明示されています。 

当社は、外部投資ファンドの運営や投資先選定は行わず、外部投資ファンドか

ら何ら報酬等を得ることはありません。当社は、（i）名目的に紐づいた外部投

資ファンドの運用実績に連動するユニットファンドを契約加入者の利用に供す

ること、（ii）ユニットファンド及び本契約に基づいて契約加入者が取得した

持分を管理することのみに責任を負います。 
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(b) ハンサード・デポジットファンド 

 デポジットファンドは、契約加入者に短期かつ流動性の高い現金への投資機

会を提供するためのもので、それぞれ各デポジットファンドと同じ通貨建ての

当社に設定されるデポジット口座と名目的に紐づけられており、その通貨の金

利を参考に当社が決定する金利が付与されます。 

(c) ハンサード・モデルポートフォリオ 

 ハンサード・モデルポートフォリオは、投資コンサルタントの助言のもと、

異なるユニットファンドの組合せとその組入比率により、当社が組成していま

す。モデルポートフォリオの運用実績は、組入れられたユニットファンドの運

用実績によって決まります。 

当社は、目標とするリスク水準と価格変動水準を維持するために、投資コン

サルタントの助言を受け、モデルポートフォリオの構成を変更することがあり

ます。このような変更は、定期的に行われますが、市況やユニットファンドの

成績に基づき通知なく臨時的に行われることもあります。 

(ロ) 投資オプションを用いた運用の仕組み 

以下の記述は、本商品におけるユニットファンド、デポジットファンド及び

モデルポートフォリオを用いた運用の仕組みを説明したものです。 

・ 各契約加入者は、契約時の出資金に関し、選択した投資オプションへの

出資金の配分割合を当社に伝えます。契約が発効すると、選択した投資

オプションが当該契約加入者の本契約と紐づけされます。当社は、当該

契約加入者から受領した出資金から出資手数料を控除したうえで、当該

契約加入者が指定した配分割合に従って、選択された投資オプションの

持分に割り当てます。 

・ デポジットファンドに充当された出資金は、ハンサードが外部の預金口

座で得られる金利を反映して当社が定める金利と名目的に連動します。 

・ ユニットファンドに充当された出資金（モデルポートフォリオを通じて

ユニットファンドに充当される出資金も含みます。）は、保管会社に設

定した当社名義の口座に送金され、当該ユニットファンドに名目的に紐

づいたユニットファンドがトラッキングする外部投資ファンドの持分の

取得に充てられます。 

各契約加入者が取得するユニット数は、（i）それぞれの投資オプションに充

当された出資金の額を、（ii）それぞれの投資オプションのユニット価格、及

び（iii）契約通貨から投資オプションの通貨への為替レート（両替が行われる
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場合のみ）で除して求められます。 

当社は、投資オプションごとに契約加入者の出資金を他の契約加入者の出資

金と合算（プール）し、そのプールした資金を、外部投資ファンドや当社が設

定・管理するデポジット口座に投資します。当社は、契約加入者に対して契約

給付金（契約給付金額は、一部引出又は解約時の投資オプションの残高により

決まります。）相当額の債務（当社の負債）を有していることになりますが、

事務的なプロセスや手続きのタイミング等により、この債務額は、当社が外部

投資ファンドや当社が設定・管理するデポジット口座に保有する持分又は資産

額（当社の資産）と完全には一致しない場合があります。 

 

(ハ) 投資オプションを用いた投資の仕組みのイメージ図 

以下に記載された仕組図は本契約の投資が投資オプションであるユニット

ファンドとデポジットファンドを通じてどのように行われるかを説明したもの

であり、商品内容を概略化して記載しています。投資オプション名、ユニット

価格、為替レートについては、全て説明用であり、実際の名称や数値ではあり

ません。 

次に掲載の仕組図1は、契約加入者から拠出された出資金が、当社の銀行口座

に送金され、当該契約加入者が選択した投資オプションに配分され、各ユニッ

トファンド及びデポジットファンドの持分を取得し、各ユニットファンドにつ

いては最終的に他の契約加入者の出資金と合算されて外部投資ファンドに投資

される流れを示したものです。 

また、仕組図2は、複数の契約加入者の出資金が、合算されてユニットファン

ドに投入され、最終的に外部投資ファンドに投資される流れを表したものです。 
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(ニ) 投資オプションの選択及びスイッチング 
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契約加入者は、本契約締結時に投資オプションを選択し、それぞれの投資オ

プションに配分する出資金の割合を決定する必要があります。なお、契約加入

者は、自身の判断で、ユニットファンド、デポジットファンド若しくはモデル

ポートフォリオ（詳細については、前記「(イ) 投資オプション (c) ハンサー

ド・モデルポートフォリオ」をご参照ください。）のいずれか又はその組合せ

に、出資金の全額又は一部を割り当てます。選択可能なユニットファンド、デ

ポジットファンド及びモデルポートフォリオの種類については、後記「(2) 投

資対象」に列挙していますが、販売会社で選択可能な投資オプションが異なる

場合があります。販売会社で取り扱う投資オプションについては、後述の「第2 

関係法人の状況 2 その他の関係法人の概況 (1) 名称、資本金の額及び事業

の内容 ⑥ 販売会社」をご参照ください。 

契約加入者は、契約開始日以降いつでも、将来の出資金を充当する投資オプ

ションの変更及びその配分割合を変更する「リダイレクション」の手続きを行

うことができます。この場合、すでに保有している持分については変更されま

せん。 

また、契約加入者は、契約期間中いつでも特定の投資オプションのユニット

を他の投資オプション（複数に分散も可）のユニットにスイッチング（移管）

することができます。 

当社による契約加入者に対する投資オプションの提供は、投資オプションが

個々の契約加入者にとって適合又は適切であると推奨することには当たりませ

ん。当社は、契約加入者に対し、いかなるアドバイス（投資助言を含みます。）

も行わず、また、契約加入者が行う投資判断に関与することはできません。 

(ホ) ハンサード・モデルポートフォリオのリバランスについて 

当社は、分散投資を実現し、特定のリスク許容度及び価格変動水準に合うよ

う、投資コンサルタントの助言に基づき、ユニッファンドの組合せと組入割合

によって組成した複数のモデルポートフォリオを投資オプションに加えていま

す。 

このモデルポートフォリオの選択は、契約加入者自身で判断しますが、その

際には「リスク許容度に関するアンケート」を活用することができます。この

アンケートは、契約加入者に、様々なシナリオの下での投資リスク判断に関す

る質問をし、どのモデルポートフォリオが契約加入者のリスク許容度に近いか

を確認するためのものです。これは、特定のモデルポートフォリオへの投資を

推奨するものではありません。このアンケートは、契約時、又は将来、契約加

入者の状況が変化した際に、契約加入者自身で、あるいは販売会社の担当者と

一緒に実施することにより、いつでも利用することができます。 
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例えば、契約加入者は、「HIL安定成長型モデルポートフォリオ（米ドル建）」

のみを投資オプションとして選択することもできます。このモデルポートフォ

リオは、設定当初は、債券32％、株式60％、現金8％の資産クラスの構成で、複

数のユニットファンドを組合せていますが、契約上は単一の投資オプションと

して表示されます。投資コンサルタントは、それぞれの資産クラスと当該モデ

ルポートフォリオの目的（注）に最も適しており、適切な分散投資を実現するこ

とが可能と考えられるユニットファンドを選択し、当社に対して提案していま

す。したがって、同じモデルポートフォリオを選択する全ての契約加入者は、

同じ資産クラスで、全く同じユニットファンドの組合せと組入比率となります。

ただし、個々の運用実績は、投資開始日、継続期間並びに各契約加入者の出資

金配分割合により異なります。なお、ユニットファンドの組合せと組入比率は、

一定範囲のリスク水準及び価格変動水準となるよう考えられていますが、必ず

しも、個々の契約加入者のためにあつらえた投資戦略ということではありませ

ん。 

（注）モデルポートフォリオでは、投資戦略上の必要性から高い流動性をもつキャッシュファンドと連動する

キャッシュポジションを保有します。キャッシュファンドはモデルポートフォリオ専用ですので、デポ

ジットファンドと違って契約加入者が個別に選択できる投資オプションには該当しません。 

 

当社は、投資コンサルタントの助言に基づき、それぞれのモデルポートフォ

リオが目標としているリスク水準と価格変動水準を維持するために、モデル

ポートフォリオを構成するユニットファンドとその組入比率を変更することが

あります。モデルポートフォリオでは、構成するユニットファンドの運用実績

の違いによってその組入比率に変動が生じ、徐々に当初の目標から乖離します。

こうした場合に目標とするリスク水準及び価格変動水準に調整するプロセスを

「リバランス」といいます。また、当社の投資コンサルタントは、市場の動向

及びユニットファンドの運用状況をモニタリングし、モデルポートフォリオの

目的に最も合うように、また、目標とするリスク水準及び価格変動水準を維持

するためにモデルポートフォリオを構成するユニットファンドの組入比率を変

えたり、ユニットファンドの入替えをしたり、あるいは、投資対象となる資産

クラスの割合を変えることを当社に提言することがあります。これらのいずれ

の状況においても、モデルポートフォリオがリバランスされる場合、そのポー

トフォリオを選択している契約加入者に影響はありません。当社から、リバラ

ンスの実施をお知らせすることはなく、また、契約加入者の必要手続きはあり

ません。契約は、引き続き契約加入者が選択したモデルポートフォリオに紐づ

けられており、リスク水準や価格変動水準に変更は生じません。 

各モデルポートフォリオは、当社が本契約で用いる契約管理の仕組みであり、

モデルポートフォリオに充当される出資金を管理・記録するためのものであり、

また、組入れたユニットファンドを管理・記録するためのものです。 
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各モデルポートフォリオは、ユニットファンドと同様にユニット化されてい

ます。モデルポートフォリオのユニット価格は、当該モデルポートフォリオの

純資産価値をモデルポートフォリオのユニット数で除して算出されます。なお、

モデルポートフォリオの純資産価値は、モデルポートフォリオに組入れたユ

ニットファンドのそれぞれのユニット価格に当該モデルポートフォリオが保有

するユニットファンドそれぞれのユニット数を乗じることにより算出されます。 

 

＜モデルポートフォリオのリバランス・プロセスに関する説明図＞ 

 下記の例は、説明用に分かりやすくするために簡略化しています。実際のモデルポー

トフォリオは、適切な分散投資の実現やリスク水準、価格変動水準に応じ、多数のユ

ニットファンドを様々な比率で組入れます。 

(a) 当初設定した組入比率を維持するためのモデルポートフォリオのリバランス 

これが最も一般的、かつ、よくあるリバランスの形態です。モデルポート

フォリオの組入比率は、当該モデルポートフォリオ内の各ユニットファンドの

運用実績の違いによって、時間の経過とともに変化します。当社の投資コンサ

ルタントは、定期的に、モデルポートフォリオのユニットファンドの組入比率

をリバランスすることにより、予め設定した組入比率に戻すよう推奨します。

このようなリバランスでは、モデルポートフォリオの内容に変化は生じず、ま

た「モデルポートフォリオの情報シート」の修正も発生しません。 

 

 

 

(b) 資産クラスの構成を変更せず、組入ユニットファンドを変更するためのリバラ
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ンス 

当社の投資コンサルタントは、市況及び今後の見通しを踏まえ、モデルポー

トフォリオの組入ユニットファンドの一部入替えや組入比率の変更を行うこと

が必要と判断する場合があります。このような必要性は、ユニットファンドの

廃止や入替えによっても生じます。この場合のリバランスは、モデルポート

フォリオのリスク評価の修正が必要になるものではありませんが、新たなモデ

ルポートフォリオの内容を明示するため「モデルポートフォリオの情報シート」

の修正が行われます。 

資産
クラス

ユニットファンド

当初

投資割合
%

資産
クラス

ユニットファンド

リバランス後
の投資
割合%

現預金 キャッシュファンド 1 6% キャッシュファンド 1 0%
キャッシュファンド2 6%

小計（現預金）: 6% 小計（現預金）: 6%

債券ファンド 1 6% 債券ファンド 1 11%
債券ファンド 2 8% 債券ファンド 2 10%
債券ファンド 3 11% 債券ファンド 3 0%
債券ファンド 4 9% 債券ファンド 4 0%

債券ファンド 5 13%
小計（債券ファンド）: 34% 小計（債券ファンド）: 34%

株式ファンド 1 20% 株式ファンド 1 0%
株式ファンド 2 10% 株式ファンド 2 10%
株式ファンド 3 30% 株式ファンド 3 30%

株式ファンド 4 20%
小計（株式ファンド）: 60% 小計（株式ファンド）: 60%

100% 100%

債券

株式

リ
バ

ラ
ン
ス

現預金

債券

株式
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(c) 資産クラスの構成を変更するためのリバランス 

当社の投資コンサルタントは、モデルポートフォリオの資産クラスの構成を

変更すべきと判断する場合があります。例えば、市場見通しに基づいて、現行

の資産クラスの構成では、モデルポートフォリオが目標とするリスク水準から

乖離すると予測した場合などです。資産クラスの構成変更は、モデルポート

フォリオの組入ユニットファンドの入替えや組入比率の変更により実現できま

す。このタイプのリバランスを行った場合も「モデルポートフォリオの情報

シート」は修正されます。 

 資産
クラス

ユニットファンド

当初

投資割合
%

資産
クラス

ユニットファンド

リバランス後
の投資
割合%

現預金 キャッシュファンド 1 6% 現預金 キャッシュファンド 1 10%

小計（現預金）: 6% 小計（現預金）: 10%

債券ファンド 1 6% 債券ファンド 1 8%
債券ファンド 2 8% 債券ファンド 2 7%
債券ファンド 3 11% 債券ファンド 3 11%
債券ファンド 4 9% 債券ファンド 4 9%

小計（債券ファンド）: 34% 小計（債券ファンド）: 35%

株式ファンド 1 20% 株式ファンド 1 17%
株式ファンド 2 10% 株式ファンド 2 12%
株式ファンド 3 30% 株式ファンド 3 26%

小計（株式ファンド）: 60% 小計（株式ファンド）: 55%
100% 100%

債券

株式

リ
バ

ラ
ン
ス

債券

株式

 

 

（２）【投資対象】 

契約加入者は、当社がアップストリームのために提供する投資オプションの中から選

択しなければなりません。それゆえ、複数の契約加入者が存在する場合、各契約加入者

が当社との間で締結する個々のアップストリーム契約はそれぞれ独立したものであり、

各契約加入者は、その投資目標やリスク許容度に見合った異なる投資対象を有すること

になります。 

なお、投資オプションの詳細については、前記「(1) 投資方針 ④ 運用の形態 
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(イ) 投資オプション」をご参照ください。なお、投資オプションの投資目標は、それ

ぞれの情報シートに記載されているようにそれぞれ異なります。各ユニットファンドに

名目的に紐づけられた外部投資ファンドの概要は以下のとおりです。なお、一部のユ

ニットファンドについては、より詳細な情報を本書末尾の別紙「ユニットファンド情報

シート」（注）に記載していますのでご参照ください。 

     （注）本商品で使用する「情報シート」の記載内容について 

● 「ユニットファンドのデータ」とは、当該情報シートに記載のユニットファンドのデータです。 

● 「Morningstar🄬カテゴリー」とは、モーニングスターが投資ファンドを種類別に分類したもので、当該ユニット

ファンドがどの分類（カテゴリー）に属するかを示しています。また、ユニットファンドではベンチマークとして、

同じMorningstar🄬カテゴリーに属する全ファンドの平均値を使用しています。 

● 「外部投資ファンドのデータ」とは、当該ユニットファンドが連動している外部投資ファンドのデータです。 

● 「Morningstar Medalist RatingTM」（モーニングスター・メダリスト・レーティング）とは、投資戦略とそれに

関連する投資ビークルの将来の運用成績を予測することに不可欠とモーニングスターが考える次の3つの要素を考

慮して、投資戦略についての将来的な分析をメダルで表したものです。その要素とは、ピープル（担当者）、ペア

レント（運用会社）、プロセス（運用プロセス）の3要素です。評価は、最上級のゴールド、シルバー、ブロンズ、

ニュートラル、ネガティヴの5段階です（レーティングの適用がない場合もあります。）。 

● 「KID Risk Rating（SRI）」とは、当社がどの投資オプションが顧客の投資リスクに対する考え方に最も合致して

いるかの評価のために、運用会社が開示する重要情報文書（KID）から収集したSRI（サマリー・リスク・インディ

ケーター）として使用するものです。評価は1～7の7段階で表示され、1が最小リスク、7が最大リスクを表します。

SRIは、外部投資ファンドの価格変動リスク（市場リスク）と運用主体の信用リスクをもとにして計算されていま

す。 

● 「KIID Risk Rating (SRRI)」とは、総合的なリスク・リターン指標で、ファンドの価格変動率に基づいて算出さ

れます。1～7の7段階で評価され、数値が低いほどリスクが低くリターンも低い可能性が高いことを示す一方、数

値が高いほど価格変動が大きくリターンも大きくなる可能性が高いことを示します 

● 「Morningstar RatingTM」（モーニングスター・レーティング）は、Star Rating（スター・レーティング）とも

呼ばれ、ファンドの過去のパフォーマンスを定量的に評価したもので、5つ星を最高としています。このレーティ

ングは、設定後3年以上経過したファンドに付けられ、評価は毎月更新されます。主に、同じ投資カテゴリーでの

ファンド間の比較に用いられます。 

● 「Morningstar Sustainability RatingTM」（モーニングスター・サステナビリティ・レーティング）は、ファン

ドが投資する企業のESGリスク・レーティングに基づき、外部投資ファンドが環境（Environment）、地域・社会

(Social)、ガバナンス(Governance)の要請をどの程度達成しているかを1から5で評価したものです。地球マーク5

が最も高い評価となります。 

● 「Low Carbon Designation」（ロー・カーボン・デジグネーション）として、全体的に炭素リスクが低く、化石燃

料に関連する企業への投資が平均以下である外部投資ファンドを選定しています。世界的な脱炭素の流れの中で、

脱炭素対応の遅れが経営上のリスクとなります。 

● 「ファンドの目的」は、外部投資ファンドの運用のスタンスや目標を説明したものです。 

● 「運用実績（Morningstar®カテゴリー対比）」は、ユニットファンドの運用実績をファンド通貨と日本円で表示

しています。また、比較対象（ベンチマーク）として、同じMorningstar🄬カテゴリーに属する全ファンドの平均

運用実績も記載しています。ハンサード・ユニットファンドで、設定日からの期間が短いものは、設定日以前の期

間について、その運用実績が連動している外部投資ファンドのデータを表示しています。 

● 「累積リターン」とは、ユニットファンドとそのベンチマークの過去（3か月、6か月、1年、3年、5年、10年）の

運用実績です。 

● 「期別リターン」とは、ユニットファンドとそのベンチマークの12か月単位の運用実績です。 

● 「ポートフォリオ」とは、外部投資ファンドの資産内容を、資産クラスで分類表示したものです。 

 以下は、本商品で選択可能な投資オプションのリストです。ただし、販売会社が限

定した投資オプションのみを取り扱うことがあります。また、販売会社の取扱い投資
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オプションについては、後記「第2 関係法人の状況 2 その他の関係法人の概況 (1) 

名称、資本金の額及び事業の内容 ⑥販売会社」をご参照ください。  

 

投資オプション（ユニットファンド） 

 

投資オプション名 
HIL ブラックロック アジアン タイガー ボンド（米ドル

建） 

外部投資ファンド名 BGF Asian Tiger Bond Fund 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 ブラックロック（ルクセンブルグ）SA 

主な投資対象 債券 

投資対象地域 アジア・太平洋地域（日本を除く） 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 
HIL ブラックロック グローバルオポチュニティ債券（円

建） 

外部投資ファンド名 BGF Fixed Income Global Opportunities Fund 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 ブラックロック（ルクセンブルグ）SA 

主な投資対象 債券 

投資対象地域 世界 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 
HIL ブラックロック グローバルオポチュニティ債券 

（米ドル建） 

外部投資ファンド名 BGF Fixed Income Global Opportunities Fund 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 ブラックロック（ルクセンブルグ）SA 

主な投資対象 債券 

投資対象地域 世界 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 HIL ブラックロック ワールドヘルスケア（米ドル建） 

外部投資ファンド名 BGF World Healthscience Fund 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 ブラックロック（ルクセンブルグ）SA 

主な投資対象 株式 
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投資対象地域 世界 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 HIL ブラックロック ワールドテクノロジー（米ドル建） 

外部投資ファンド名 BGF World Technology Fund 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 ブラックロック（ルクセンブルグ）SA 

主な投資対象 株式 

投資対象地域 世界 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 HIL ブラックロック ESG債券ストラテジー（米ドル建） 

外部投資ファンド名 BlackRock ESG Fixed Income Strategies 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 ブラックロック（ルクセンブルグ）SA 

主な投資対象 債券 

投資対象地域 世界 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 HIL フィデリティ世界新興国株（米ドル建） 

外部投資ファンド名 Fidelity Emerging Markets Fund 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 
フィデリティ（FILインベストメント・マネジメント・ル

クセンブルグSA） 

主な投資対象 株式 

投資対象地域 世界（新興国） 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 HIL フィデリティ アジア株ESG（米ドル建） 

外部投資ファンド名 Fidelity Asia Equity ESG Fund 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 
フィデリティ（FILインベストメント・マネジメント・ル

クセンブルグSA） 

主な投資対象 株式 

投資対象地域 アジア・太平洋地域（日本を除く） 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 
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投資オプション名 HIL ゴールドマンサックス 小型コア株（米ドル建） 

外部投資ファンド名 
Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity 

Portfolio 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 
ゴールドマンサックス・アセットマネジメント・ファンド

サービシズ・リミテッド 

主な投資対象 株式 

投資対象地域 世界 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 HIL ゴールドマンサックス インド株（米ドル建） 

外部投資ファンド名 Goldman Sachs India Equity Portfolio 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 
ゴールドマンサックス・アセットマネジメント・ファンド

サービシズ・リミテッド 

主な投資対象 株式 

投資対象地域 インド 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 HIL インベスコ 日本株アドバンテージ（円建） 

外部投資ファンド名 Invesco Japanese Equity Advantage Fund 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 インベスコ・マネジメントSA 

主な投資対象 株式 

投資対象地域 日本 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 HIL JPモルガン 中華圏株（米ドル建） 

外部投資ファンド名 JPM Greater China Fund 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 JPモルガン・アセットマネジメント（ヨーロッパ）Sarl 

主な投資対象 株式 

投資対象地域 中華圏 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 
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投資オプション名 
HIL モルガンスタンレー INVF グローバル・ブランド（米

ドル建） 

外部投資ファンド名 Morgan Stanley INVF Global Brands Fund 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 MSIMファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド 

主な投資対象 株式 

投資対象地域 世界 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 
HIL モルガンスタンレー INVF グローバル・オポチュニ

ティー（米ドル建） 

外部投資ファンド名 Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 MSIMファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド 

主な投資対象 株式 

投資対象地域 世界 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 
HIL モルガンスタンレー 米国株アドバンテージ（米ドル

建） 

外部投資ファンド名 Morgan Stanley INVF US Advantage Fund 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 MSIMファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド 

主な投資対象 株式 

投資対象地域 米国 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 HIL ピクテ(CH)PMフィジカルゴールド（米ドル建） 

外部投資ファンド名 Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold 

外部投資ファンドの国籍 スイス 

外部投資ファンドの運用会社 ピクテ・アセットマネジメントSA 

主な投資対象 コモディティ 

投資対象地域 世界 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 HIL ピムコ GIS トータルリターン債券（米ドル建） 

外部投資ファンド名 PIMCO GIS Total Return Bond Fund 
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外部投資ファンドの国籍 アイルランド 

外部投資ファンドの運用会社 
ピムコ・グローバル・アドバイザーズ（アイルランド）リ

ミテッド 

主な投資対象 債券 

投資対象地域 世界 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 HIL ロベコ グローバルクレジット債券（米ドル建） 

外部投資ファンド名 Robeco Global Credits 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 
ロベコ・インスティテューショナル・アセットマネジメン

トBV 

主な投資対象 債券 

投資対象地域 世界 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 HIL ティーロウプライス 世界成長株（米ドル建） 

外部投資ファンド名 T. Rowe Price Global Growth Equity Fund 

外部投資ファンドの国籍 ルクセンブルグ 

外部投資ファンドの運用会社 ティーロウプライス（ルクセンブルグ）マネジメントSarl 

主な投資対象 株式 

投資対象地域 世界 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 HIL バンガード欧州株インデックス（米ドル建） 

外部投資ファンド名 Vanguard European Stock Index Fund 

外部投資ファンドの国籍 アイルランド 

外部投資ファンドの運用会社 バンガード・グループ（アイルランド）リミテッド 

主な投資対象 株式 

投資対象地域 欧州 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 HIL バンガード世界株インデックス（米ドル建） 

外部投資ファンド名 Vanguard Global Stock Index Fund 

外部投資ファンドの国籍 アイルランド 

外部投資ファンドの運用会社 バンガード・グループ（アイルランド）リミテッド 

主な投資対象 株式 
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投資対象地域 世界 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 HIL バンガード米国株500インデックス（米ドル建） 

外部投資ファンド名 Vanguard US 500 Stock Index Fund 

外部投資ファンドの国籍 アイルランド 

外部投資ファンドの運用会社 バンガード・グループ（アイルランド）リミテッド 

主な投資対象 株式 

投資対象地域 米国 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 HIL ヴェリタス アジア株（米ドル建） 

外部投資ファンド名 Veritas Asian Fund 

外部投資ファンドの国籍 アイルランド 

外部投資ファンドの運用会社 ヴェリタス・アセットマネジメントLLP 

主な投資対象 株式 

投資対象地域 アジア・太平洋地域（日本を除く） 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 
HIL カナコードジェニュイティ 60％株式パッシブ 

（米ドル建） 

外部投資ファンド名 Canaccord Genuity 60% Equity Passive Fund 

外部投資ファンドの国籍 アイルランド 

外部投資ファンドの運用会社 
カナコード・ジェニュイティ・ウェルス（インターナショ

ナル）リミテッド 

主な投資対象 混合資産 

投資対象地域 世界 

リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 
HIL カナコードジェニュイティ 97.5％株式パッシブ 

（米ドル建） 

外部投資ファンド名 Canaccord Genuity 97.5% Equity Passive Fund 

外部投資ファンドの国籍 アイルランド 

外部投資ファンドの運用会社 

カナコード・ジェニュイティ・ウェルス（インターナショ

ナル）リミテッド 

 

主な投資対象 株式 

投資対象地域 世界 
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リスク(一般的リスクに記載

がないリスクがある場合） 
― 

 

 

投資オプション（デポジットファンド） 

 

投資オプション名 ハンサード デポジットファンド（円建） 

外部投資ファンド名又は資産 n/a 

ファンド又は資産の国籍 n/a 

ファンド又は資産の運用会社 n/a 

主な投資対象 現金（円建預金金利相当を付与） 

投資対象地域 n/a 

リスク(一般的リスクに記載がな

いリスクがある場合） 
― 

 

投資オプション名 ハンサード デポジットファンド（米ドル建） 

外部投資ファンド名又は資産 n/a 

ファンド又は資産の国籍 n/a 

ファンド又は資産の運用会社 n/a 

主な投資対象 現金（米ドル建預金金利相当を付与） 

投資対象地域 n/a 

リスク(一般的リスクに記載がな

いリスクがある場合） 
― 
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（３）【運用体制】 

当社が各契約加入者から受領する出資金は、各契約加入者が指定する割合に従って、

当社により、各投資オプションに充当されます。当社の運用体制の詳細については、

前記「1 外国組合等の概況 (5) 外国組合等の機構」及び「(1) 投資方針 ④ 運用の

形態」をご参照ください。 

 

（４）【分配方針】 

契約加入者が本契約を通じて行う投資は、キャピタル・ゲインを目的とする投資で

す。言い換えれば、かかる投資は、投資オプションのユニット価格の上昇により利益

を享受する性質を持ち、投資オプションのユニット価格は、外部投資ファンドの運用

により得られる利息、配当、キャピタル・ゲイン及びその他の利益により上昇します。

ただし、その性質上、投資オプションのユニット価格は変動し、下落することもあり

ます。 

本契約は、キャピタル・ゲインの獲得を目的とするため、本契約では定期的な分配

を行わず、下記①及び②に記載する場合においてのみ、契約加入者は利益の支払いを

受けます。契約加入者は、以下に概説する方法により本契約の解約又は一部引出を請

求した場合、出資している投資オプションから払い戻しを受けることができます。 

 

① 解約 

契約加入者は、ハンサード・オンラインアカウントを用いて、いつでも本契約の

解約を申し出ることができます。解約とは、契約の終了を意味し、その時点の本契

約の資産残高が契約給付金として支払われます（注）。 

解約の詳細については、後記「6 管理及び運営 (1) 資産管理等の概要 ③ 払戻

し手続等 (イ) 解約」をご参照ください。 

（注）銀行送金手数料、外国為替手数料、源泉徴収税がかかる場合があります。 

 

② 一部引出 

契約加入者は、ハンサード・オンラインアカウントを用いて、いつでも一部引出

を請求することができます。一部引出の場合、手数料は生じません（注）。一部引出

には、最低一部引出額及び一部引出後の資産残高に関する制限があります。 

一部引出の詳細については、後記「6 管理及び運営 (1) 資産管理等の概要 ③ 

払戻し手続等 (ロ) 一部引出」をご参照ください。 

（注）ただし、銀行送金手数料、外国為替手数料、源泉徴収税がかかる場合があります。 
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（５）【投資制限】 

契約加入者が、本契約に基づき払い込んだ出資金は、契約加入者が選択した投資オ

プションにのみ充当されます。一度に選択できる投資オプション数やその組合せ、出

資金の上限に関する制約はありません。 

ただし、投資オプションと紐づく外部投資ファンドについては、それぞれの運用会

社の権限で、新規資金の受入れ停止等の投資制限が定められることがあります。 

 

３【投資リスク】 

(1) 投資リスクの特性 

契約加入者は、本契約での投資には各種リスクを伴うことをご承知おきください。

本契約に投資することにより契約加入者に発生しうるリスクには以下のものがありま

す。 

 

投資オプションの選定リスク 

・ 契約加入者が選択した投資オプションが契約加入者の投資目的に合わないリ

スクがあります。 

・ 契約加入者のリスク許容度が変化し、自身の投資戦略（すなわち、ユニット

ファンド、デポジットファンド又はモデルポートフォリオの選択と投資割合）

に適合しなくなり、当初想定したものより高い又は低い価格変動リスクや投

資リスクにさらされるリスクがあります。 

・ 当社は最善の努力を尽くし投資オプションを選定し設定していますが、個々

の契約加入者の運用ニーズに適合しているかどうかについては保証できませ

ん。また、当社は、投資オプションの概要、費用、運用実績などの情報を提

供しますが、これは、当該投資オプションを推奨するものではありません。 

 

価格変動リスク  

・ 投資オプションの運用実績は、それぞれ外部投資資産の運用実績（ユニット

ファンドは紐づけられている外部投資ファンドの値動き、デポジットファン

ドは紐づけられている通貨ごとのデポジット口座に当社が適用する金利）を

トラッキングします。このため、外部投資資産の価格の変動や預金金利の変

動により、投資オプションのユニット価格が変動するリスクがあります。 

・ 外部投資ファンドについては、以下に掲げるリスクがあります。 

①株式を主要な投資対象とする外部投資ファンド 
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-  株価変動の影響を受けるリスク 

-  株式を発行する事業体が取り扱う商品の市況の変動（例えば原油等

のエネルギー関連、金等の貴金属関連等のコモディティに関連する

事業を営む事業体については、その取り扱うコモディティの価格変

動）によって株価変動の影響を受けるリスク 

②債券を主要な投資対象とする外部投資ファンド 

-  金利変動により債券価格が変動するリスク（一般に、金利が上昇し

た場合には、債券の価格は下落し、ユニット価格が下がる要因とな

ります。） 

-  投資する債券の発行体が経営不安・倒産に陥った場合、またこうし

た状況に陥ると予想される場合等に、債券の価格が下落し、又はそ

の価値がなくなるリスク 

③株式及び債券（混合資産）を主要な投資対象とする外部投資ファンド 

-  株式を主要な投資対象とする外部投資ファンドのリスク及び債券を

主要な投資対象とする外部投資ファンドのリスクと同様のリスク 

④現預金を主な投資対象とする外部投資ファンド 

-  マイナス金利が適用され、本契約で保有する資産価値が毀損するリ

スク 

-  インフレーション率が適用される金利よりも高い場合において、契

約で保有している投資の価値が実質的に損なわれるリスク 

-  資金を低金利のデポジットファンドに長期にわたり置いておくこと

により、本契約の収益性に悪影響を及ぼし、契約加入者の運用目標

を達することができなくなるリスク 

 

為替リスク 

・ 投資オプション（ユニットファンド及びデポジットファンド）は、契約通貨

（日本円）と異なる通貨建ての場合があります。この場合、為替が変動する

ことにより投資オプションの残高や契約給付金額に影響を及ぼします。 

・ 外部投資ファンドは、異なる通貨建ての資産に投資する場合があります。こ

の場合、異なる通貨建ての資産への投資は、為替変動のリスクを被ります。

また、為替変動リスクを低減させるための為替ヘッジなどの効果にも影響し

ます。 
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・ 為替変動は、外部投資ファンド及びそれに名目的に連動している投資オプ

ションの運用成績にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。 

 

カントリーリスク 

・ 政治的・社会的な不安定、インフレ、社会制度の変更、外国からの投資に対

する規制、債務不履行などを含む特定国・地域の政治・経済状況の変化によ

る証券市場や為替相場の変動が生じ、外部投資ファンドの投資資産の価格が

大きく変動するリスクがあります。このようなリスクは、特に新興国への投

資において発生する傾向が多いと考えられます。 

・ 本商品又は外部投資ファンドが、適用される法的管轄地域の法令、強制執行

の法定、修正、拡大若しくは縮小により、又は、法的管轄地域の当局（政府、

地方政府、市町村、法廷を含みます。）若しくは国際機関の命令、解釈、判

断若しくは指導により、予期しない責任又は負債を被ることになるリスクが

あります。 

 

流動性リスク 

・ 有価証券を外部投資ファンドの主たる投資対象とする場合、当該有価証券に

ついて、市場規模、出来高、取引規制等の要因により十分な流動性の下での

取引を行えない場合には、市場実勢から想定される価格で売買できない又は

売買すること自体ができないリスクがあります。 

 

信用リスク 

・ 当社の経営が破綻し支払不能に陥った場合、マン島の契約者保護制度（1991

年マン島生命保険規則（契約者補償））の対象として保護されるのは、本契

約の契約給付金額の90％が上限となります。なお、本契約は、預金ではあり

ませんので、日本の預金保険制度の対象にはなりません。また、日本の投資

者保護基金の補償対象ではありません。 

・ マン島所在の他の保険会社が破綻し、契約者保護制度の対象となった場合に

は、1991年マン島生命保険規則（契約者補償）に基づき、本契約の資産残高

の最大2％が契約者保護制度への負担金として控除される場合があります。 

・ 外部投資ファンドの運営会社等が支払不能に陥った場合、当該名目的に紐づ

けられた外部投資ファンドに投資している投資オプションの資産が一時的に

換金できなくなり、又は完全に換金不能となり、運用資産を喪失するリスク

があります。 
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その他のリスク 

・ ユニット価格の算定が一時的に停止することにより、投資オプションの売買

に関する契約加入者の取引指示が直ちに実行されないリスクがあります。な

お、上記の一時的なユニット価格の算定停止は、事務処理上の障害、コン

ピュータのエラー、天変地異等の不可抗力、又は外部投資ファンドの過度な

価格変動及び過大な資金の流入・流出を原因とするケース等が考えられます。 

・ 名目的に紐づけられた外部投資ファンドが新規資金の受入れ又は換金を停止

することで関連するユニットファンドの運営に悪影響が及ぶリスクがありま

す。 

・ ユニットファンドへの一部引出請求が集中することにより、外部投資ファン

ドの総資産価値に比して大きな資金流出が発生した場合にユニット価格の算

定に悪影響が及ぶリスクがあります。 

・ 契約加入者が加入時又は、加入後にオンラインアカウントで登録又は変更し

た登録口座を閉鎖した場合、本契約が解除され、期待した契約資産残高が達

成されないリスクがあります。 

・ 経済的若しくは政治的な環境の変化、戦争その他の軍事的活動、テロ、自然

災害、疫病又はその他のアップストリーム若しくは外部投資ファンドをとり

まく事態によっては、当社のオペレーションの一部又は全部が停止し、一時

的・恒久的な中断となるリスクがあります。 

・ 本契約締結後における契約加入者と当社の連絡の一切は原則としてハンサー

ド・オンラインアカウントを通じて行うことと定めており、したがって、契

約加入者が本契約を継続するためには、ハンサード・オンラインアカウント

にアクセスできる環境を維持する必要がありますが、契約加入者の自己の責

めに帰すべき事由によるか否かを問わず、ハンサード・オンラインアカウン

トへのアクセス環境を喪失することにより、本契約に関する連絡の送受信、

評価額の取得及び取引の指示を行えなくなるリスクがあります。 

・ 契約加入者がハンサード・オンラインアカウントへのアクセス環境を喪失し

た場合であって、当社の判断により、例外的に一部の手続きについてハン

サード・オンラインアカウントを介さずに対応する場合でも、通常の処理期

間以上の時間を要するなどの制約が生じるリスクがあります。 

・ 通信障害等、契約加入者の自己の責めに帰すべき事由によらず、ハンサー

ド・オンラインアカウントでの解約、一部引出、スイッチングその他の手続

きの全部又は一部が一時的に停止又は中断されるリスクがあります。 

・ 契約成立後にマン島又は日本における税制が変更され、税負担が増大するリ

スクがあります。 
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(2) 投資リスクに対する管理体制 

本契約で出資金を充当する投資オプションの選択は、各契約加入者の自己責任とな

ります。そのため、契約加入者が投資オプションの選択を確認・変更するなど、自身

の状況やリスク許容度に応じて、契約加入者が投資オプションの選択を管理します。 

HASLのユニットファンド管理グループは、当社とHASLとのサービス契約に基づき、

標準手続きに従い外部投資ファンドのモニタリングを行い、外部投資ファンドが新規

資金の受付けを停止したり、償還を停止したりする場合には、保管会社又は外部投資

ファンドの運用会社を通じて当該ファンドの告示情報を入手し、その告示情報に基づ

き直ちに契約加入者にその旨を伝え、必要があれば、適切な選択肢を提示します。 

継続的なモニタリングとして、具体的には、HASLのユニットファンド管理グループ

が、外部投資ファンドとしての採用基準が満たされているかどうかを継続的に確認し

ます。HASLのユニットファンド管理グループが、外部投資ファンドが最低限の採用基

準及び長期的な運用成果の期待水準を満たしていないと判断した場合には、当社の投

資委員会に報告したうえで、当該外部投資ファンドに連動するユニットファンドの廃

止も含めた改善策を検討します。改善策は、関連部署（HASLのインベストメンツ部ユ

ニットファンド管理グループ、アクチュアリー部及びHGPの法務及び戦略・企画部門。

また投資コンサルタントからの意見を加味します。）で立案し、最終的なアクション

の決定権を持つ投資委員会に上程します。HASLのユニットファンド管理グループは投

資委員会の決定に従って対応し、必要であれば契約加入者に対し、他の投資オプショ

ンへのスイッチングを要請します。 
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４【手数料等及び税金】 

（１）【申込手数料】 

本商品では、「出資手数料」という申込手数料（注1）が販売会社との間の契約に応じ

て適用されることがあります（注2）。 

出資手数料が適用される場合、出資金に対して最大で4.4％を、当社が出資金から控

除します。出資金の額は出資手数料と同率で減少するため、投資オプションに充当さ

れる金額は、最小で出資金の95.6％となります。本契約に適用される出資手数料は、

契約証書に表示されます。 

出資手数料を適用しない販売会社の場合には、出資手数料の控除はありませんので、

各出資金の100％が投資オプションに充当されます。出資手数料の詳細については、販

売会社又は当社日本支店にお問い合わせください。 

 

 
出資手数料率 

（各出資金に対して） 

投資オプションへの充当率 

（各出資金に対して） 

販売会社による 

料率の幅 

4.4％（上限） 95.6％（最小） 

0.0％（下限） 100％（最大） 

（注1）「出資手数料」とは、本契約に基づく出資金（本契約締結時の出資金も含みます。）支払いごとに徴収される

手数料をいいます。すなわち、出資手数料は、本契約の締結により生じる手数料ではありません。 

（注2）具体的な出資手数料率と適用対象については、販売会社と当社の間の合意によって定められており、詳細は契

約証書に表示されます。 

 

（２）【払戻し手数料】 

契約加入者が本契約の解約又は一部引出を選択する場合に必要な手数料は、後記

「(4) その他の手数料等 ② その他の手数料及び費用」に記載の銀行送金手数料及び

外国為替手数料を除いて他に手数料はありません。 

 

（３）【管理報酬等】 

本契約では、管理手数料と呼ばれる年間管理報酬の支払いが必要です。管理手数料

は、当社に対して支払われます。管理手数料率は、販売会社ごとに、当社と各販売会

社との間の契約に従って定められています。本契約に適用される管理手数料率は契約

の資産残高に対して最大で年率3.00％（注）であり、契約証書に表示されます。 

管理手数料の徴収は、契約証書に記載される毎月の契約開始応当日（管理手数料控

除日）に月割り（後払い）で行います。具体的には、月単位の契約開始応当日の各投
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資オプションのユニット数に管理手数料率（年率）の12分の1を乗じて得たユニット数

を、契約開始応当日に各投資オプションから控除します（控除すべきユニット数が端

数になった場合、当該ユニット数は小数点以下10桁まで計算されます。）。なお、月

単位の契約開始応当日がない月については、当該月の最終日が管理手数料控除日とな

ります。また、管理手数料控除日が営業日でない日にあたる場合は、その直後の営業

日の各投資オプションのユニット数に基づき管理手数料を計算し、当該営業日に管理

手数料を控除します。 

（注） 管理手数料率は、当社と各販売会社との間の契約によって定められ、詳細については契約証書に記載されま

す。管理手数料についての詳細は、当社日本支店又は販売会社にお問い合わせください。 

 

（４）【その他の手数料等】 

① ポートフォリオサービス手数料 

契約加入者が、一つ又は複数のモデルポートフォリオに出資金の全額又は一部

を投資することを選択した場合、モデルポートフォリオの構築、設定及び維持の

対価として、モデルポートフォリオへの投資額に対して「ポートフォリオサービ

ス手数料」と呼ばれる手数料が必要になります。 

ポートフォリオサービス手数料 年率0.1％ 

ポートフォリオサービス手数料の徴収は、毎月の契約開始応当日（手数料控除

日）に月割り（後払い）で行います。具体的には、月単位の契約開始応当日の各

モデルポートフォリオのユニット数にポートフォリオサービス手数料率（年率）

の12分の1を乗じて得たユニット数を、契約開始応当日に各モデルポートフォリオ

から控除します。月単位の契約開始応当日にモデルポートフォリオを保有してい

ない場合、ポートフォリオサービス手数料は必要ありません。 

（注）契約開始応当日がない月については、当該月の最終日がポートフォリオサービス手数料控除日となり

ます。ポートフォリオサービス手数料控除日が営業日でない日にあたる場合は、その直後の営業日の

各モデルポートフォリオのユニット数に基づきポートフォリオサービス手数料を計算し、当該営業日

にポートフォリオサービス手数料を控除します。 

 

② その他の手数料及び費用 

外部投資ファンドは、それぞれ独立した運用会社によって運営されています。

外部投資ファンドでは、それぞれの運用会社が定めるところに従い、そのサービ

スに応じた費用がかかります（年間運用費用及び弁護士費用、監査費用等を含み

ます。）。こうした費用は「ユニットファンド情報シート」に外部投資ファンド

の「運営管理費（AMC）」及び「AMCを含む総費用」として記載されており、外部

投資ファンドのユニット価格に織り込まれています。また、これによりユニット
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ファンドのユニット価格にも反映されています。外部投資ファンドの各種費用の

決定については当社の権限外であるため、当該費用の内容が本契約の期間中に運

用会社の判断で変更されることがあります。 

なお、マン島の所在の他の保険会社が破綻し、契約者保護制度の対象となった

場合には、1991年マン島生命保険規則（契約者補償）に基づき、本契約の資産残

高の最大2％が契約者保護制度への負担金として控除される場合があります。 

契約加入者が契約通貨（日本円）以外の通貨建ての投資オプションに投資する

場合、契約通貨以外での一部引出を行う場合、又は異なる通貨建ての投資オプ

ション間のスイッチングを行う場合は、両替が必要になります。両替に用いられ

る為替レートは当社が標準とする当該時点でのレートになります。 

出資金の払込み、一時引出・解約の契約給付金の支払いに際しては、銀行送金

手数料のご負担が生じる場合があります。出資金の払込みにあたり、銀行送金手

数料が契約加入者の負担となる場合であって、当該手数料分の控除された金額が

当社口座に着金した場合には、当該着金した金額が契約に充当されます。ただし、

実際に充当されるのはそこから出資手数料が控除された後の金額となります。 

 

（５）【課税上の取扱い】 

以下の記載は、当社が日本及びマン島における2025年10月末日現在において有効な

現行法及び実務に即した税務専門家の助言に基づくものです。契約加入者は、本契約

の締結、持分の取得、保有、売却又は償還に対する課税の可能性について、それぞれ

の国籍、居住地等にて適用される税法の専門家の助言を受けることが望まれます。 

当社は、本契約の締結、持分の取得、保有、売却又は償還に関係する課税への影響

に関して、一切の責任を負いかねることにご留意ください。 

 

① 海外（マン島）における課税 

当社は、外部投資ファンドの資産及び投資により蓄積されるキャピタル・ゲイン

又は収入については、マン島においては課税されません。したがって、本契約の資

産残高は、税引き前ベースで蓄積されます。 

② 日本における課税 

日本の現行の税法及び税制上（以下「現行税制」といいます。）では、匿名組合

契約に類似してはいるものの、匿名組合契約そのものではなく、匿名組合契約にお

ける諸規定が全てはあてはまらない本契約に関する課税については、明確に規定さ

れていません。 
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当社は、外部の税務専門家の意見を踏まえ、現行税制下では、本契約は下記（イ）

及び（ロ）のとおり取り扱われると考えています。ただし、将来的に、税務当局が

本項で記載している取扱いとは異なる見解を示し、その結果、契約加入者の課税上

の取扱いが、以下の（イ）及び（ロ）に述べるものと異なる可能性があります。契

約加入者は課税上の取扱いの詳細について、個別に税務専門家に相談することを推

奨します。 

 

(イ) 契約期間中における投資オプションの運用の成果に対する課税 

契約期間中の投資オプションの運用の成果は、契約加入者において課税の対

象にはならないものとして取り扱われます。 

 

(ロ) 解約及び一部引出時の収益に対する課税 

解約及び一部引出時の契約給付金のうち、出資金を上回る収益部分は、現行

税制において契約加入者の課税収入に算入され、雑所得として総合課税の対象

となります。ただし、契約期間中にすでに一部引出により払戻対象となった出

資金については、上記計算から除外されます。 

本契約の解約又は一部引出時の契約給付金のうち、出資金を上回る収益部分は、

支払時点の日本の税法で定める源泉徴収税率に基づき、当社が源泉徴収税を控

除したうえで支払います。源泉徴収税額は、当社が税務当局に納付します。現

在の日本居住者に対する源泉徴収税率は20.42％（所得税及び復興特別税）です。 

当社は、本契約で生じた損益に関する契約給付金支払明細書（源泉徴収税額

等を記載）を、解約又は一部引出時に発行します。当該書類は確定申告に際し

て使用できます。なお、契約加入者は、契約給付金支払明細書に記載された詳

細を使用し、自己の責任において確定申告を行うものとします。 
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５【運用状況】 

（１）【投資状況】 

2025年12月31日現在、当社と各契約加入者との間の有効な契約数は、合計1件です。

当該契約の規定に基づき契約加入者の勘定に配分されている純資産総額は、1,209千円

です。 

本契約は、各契約加入者に対して、当社が設定し提供する投資オプションの範囲の

中から、一つ又は複数の投資オプションに一時払い、不定期払い又は定期払いで投資

するためのプラットフォーム（仕組み）を提供すること、そして、投資オプションの

成長による中長期の資金増大を目的としています。 

当社は、投資オプションと投資配分割合を指定して出資金を払い込むことにより、

契約加入者が当社を介して間接的に保有する持分を管理するため、複数の投資オプ

ションを設定しています。投資オプションの設定は、当社の投資委員会と当社の投資

コンサルタントの助言に基づいて行われます。これらの投資オプションは、契約加入

者が選択し、出資金が充当される単一又は複数のユニットファンド、デポジットファ

ンド及びモデルポートフォリオ、あるいはこれらの組合せです。モデルポートフォリ

オは、それぞれ異なったユニットファンドの組合せで構成されます。 

 

アップストリームの投資資産の種類  

   （2025年12月31日現在）

投資資産の種類 国・地域の別 
時価合計 
（千円） 

投資比率 
（％） 

その他 全世界 1,209 100.0 

小計 1,209 100.0 

現金・その他の資産（負債控除後） - - 

合計（純資産総額） 1,209 100.0 

(注) アップストリームは、投資オプションに対して投資しています。 

 

負債及び純資産  

  （2025年12月31日現在）

 
金額 

（千円） 
対総資産比率 

（％） 

負債総額 - - 

純資産総額 1,209 100.0 
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（２）【運用実績】 

投資オプションの運用実績は、それぞれ外部投資資産の運用実績（ユニットファ

ンドは紐づけられている外部投資ファンドの値動き、デポジットファンドは紐づけ

られている通貨ごとのデポジット口座に当社が適用する金利）をトラッキングしま

す。このため、外部投資資産の価格の変動や預金金利の変動により、投資オプショ

ンのユニット価格が変動します。 

 

①【純資産等の推移】 

2024年7月から2025年12月までの期間における各月末及び下記会計年度末における当社

と契約加入者との間の契約に基づき契約加入者に配分された金額の合計は、以下のとおり

です。 

期間 
資産総額 
 （千円） 

純資産総額 
（千円） 

1契約当たり 
純資産額 
（円） 

2024年7月末 - - - 

2024年8月末 - - - 

2024年9月末 936 936 936,240 

2024年10月末 934 934 934,548 

2024年11月末 932 932 932,795 

2024年12月末 931 931 931,029 

2025年1月末 1,073 1,073 1,073,596 

2025年2月末 1,063 1,063 1,063,615 

2025年3月末 1,054 1,054 1,054,312 

2025年4月末 1,045 1,045 1,045,582 

2025年5月末 1,035 1,035 1,035,902 

第1会計年度末 
2025年6月末 

1,040 1,040 1,040,711 

2025年7月末 1,078 1,078 1,078,101 

2025年8月末 1,076 1,076 1,076,291 

2025年9月末 1,074 1,074 1,074,447 

2025年10月末 1,072 1,072 1,072,539 

2025年11月末 1,070 1,070 1,070,599 

2025年12月末 1,209 1,209 1,209,342 
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②【分配の推移】 

本契約は、キャピタル・ゲインの獲得を目的とするため、本契約では定期的な分配を行

わず、解約又は一部引出においてのみ、契約加入者は利益の支払いを受けます。 

 

③【自己資本利益率（収益率）の推移】 

投資オプションの運用実績は、それぞれ外部投資資産の運用実績（ユニットファンドは

紐づけられている外部投資ファンドの値動き、デポジットファンドは紐づけられている通

貨ごとのデポジット口座に当社が適用する金利）をトラッキングします。このため、外部

投資資産の価格の変動や預金金利の変動により、投資オプションのユニット価格が変動し

ます。このため、本契約により実現される収益は、契約加入者が選択した投資オプション

により左右されます。以下は収益率の平均を示すものとなります。 

会計年度 収益率の平均（％） 

第1会計年度 
（2024年7月16日～2025年6月30日） 

該当事項はありません(注)。 

(注) 各契約加入者の出資金は、契約加入者ごとの本契約の出資額及び投資オプションの選択により異なるため、持分に関

する一律の発行価格はありません。このように、第1会計年度中の1契約当たりの純資産価格の平均と比較するに適し

た当初募集価格が存在しないため、開示していません。 

 

計算期間 収益率の平均（％） 

2025年7月1日～2025年12月31日 17.4 

(注1) 収益率は、以下の算式で算出しています。以下同じです。 

収益率（％）＝（a-b）／b×100 

a＝上記期間末におけるアップストリームの純資産総額をユニットファンドの総ユニット数で除した金額（ユニット数

当たりの平均） 

b＝上記期間の直前の日（2025年6月30日）におけるアップストリームの純資産総額をユニットファンドの総ユニット

数で除した金額（ユニット数当たりの平均） 

（注2）2024年12月31日時点の上記bの価格は算出されていないため、便宜上、比較可能な2025年6月30日時点の価格を使用

して算出しています。 

 

なお、「収益率の平均」は、実際に持分を取得した各契約加入者における運用の

実績を反映するものではありませんので、ご留意ください。詳細については、前記

「１ 外国組合等の概況（１）主要な経営指標等の推移 (注1)」をご参照ください。 
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（３）【販売及び払戻しの実績】 

下記会計年度中の本契約の締結及び解約・一部引出の実績、並びに下記会計年

度末日現在の本契約の本数は、以下のとおりです。 

会計年度 契約締結数 解約契約数 一部引出金額 存続契約数 
第1会計年度 
（2024年7月16日～
2025年6月30日） 

1 0 0 1 

 

2025年12月31日前1年間における本契約の締結及び解約・一部引出の実績、並び

に2025年12月31日現在の本契約の本数は、以下のとおりです。 

計算期間 契約締結数 解約契約数 一部引出金額 存続契約数 

2025年1月1日～2025年12月31日 0 0 0 1 

 

６【管理及び運営】 

（１）【資産管理等の概要】 

①【資産の評価】 

本契約の資産残高は、評価額として毎営業日に計算されます。これは、契約加入者

が、出資金を充当している各投資オプションのユニット数に各投資オプションのユ

ニット価格及び各投資オプションの通貨から契約通貨への両替日の為替レートを乗じ

て得る金額の合計額です。 

本契約の資産残高及び各投資オプションの残高は、契約加入者のハンサード・オ

ンラインアカウントで閲覧可能です。 

 

②【申込（販売）手続等】 

アップストリームの本契約は、販売会社を通じてのみ申込みすることができます。

本契約の標準約款上、当社が本契約に基づき受入れる最低出資金額は、出資金払込

みごとに1,000,000円です。最低出資金額についての詳細は、販売会社又は当社日本

支店にご確認ください。なお、当社は、合理的な判断により出資金の払込みを拒否

する権利を有しています。 

 

(イ) 申込み手続き 

契約加入者は、販売会社に対して個人情報や申込内容（出資金額、投資オプ

ションの選択等）を記入した申込書及び署名フォームを提出し、販売会社が当

該申込書及び署名フォームを当社に提出することにより、本契約への加入申込

みを標準約款に基づき行います。なお、当該申込みの手続きは、販売会社の立
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ち合いのもと、オンラインで行われます。 

契約加入者は契約の申込みの際に出資金を当社口座に振り込みます。当社は

その出資金を当社が申込みを受領し、受諾して契約が成立するまで一時的に預

かります（この間については無利息です。）。なお、申込みを受諾できない場

合には、遅滞なく返金します。 

当社が申込書を受領し、契約が成立した場合、契約加入者は、ハンサード・

オンラインアカウントの開設を行います。契約加入者には、標準約款、契約証

書、署名フォーム及び本契約の修正条項（修正事項がある場合）などの契約文

書一式がハンサード・オンラインアカウントにて交付されます 。 

さらに、加入時の説明に使用された契約締結前交付書面及び販売用資料につ

いても、電子ファイルにて契約加入者に提供されます。 

 

(ロ) 追加出資 

契約加入者は、いつでも、出資金額の増額を合意内容とする、本契約の変更

契約を締結することにより、単一の本契約のもとで、追加の出資金を払い込む

ことができます。追加出資金額の最低額は一回の払込みにつき1,000,000円とし

ます。ただし、追加出資には当社の承認が必要となり、当社は合理的な判断に

より追加出資金の払込みを拒否する権利を有しています。もっとも、追加出資

が承認されなかった場合でも、あらためて新規の契約を申し込むことは可能で

す。 

追加出資の詳細は以下のとおりです。 

・ 追加出資をする場合には、販売会社を通じて申し込んだ後に、追加出資す

る金額を当社が指定する銀行口座に銀行送金することで追加出資することができ

ます。ただし、追加出資する契約加入者を特定するための情報（氏名、契約番号）

を送金時に添付することが必要です。なお、当社が追加出資を承認した場合には、

当社から契約加入者に対して契約変更書面が発行されます。 

・ 一時的な追加出資を銀行送金で行う場合は、契約加入者は送金する登録口

座の情報を当社に通知した後で、当該銀行口座から送金する必要があります。た

だし、当該一時的追加出資につき、マネーロンダリング・テロ資金供与対策のた

め、追加書類を含む更なる情報を求める場合があります。 

・ 当社が追加出資金を受領し確認がとれ次第、当該追加出資金は本契約に充

当され、契約加入者の選択にかかる投資オプションに配分されます。 

・ 追加出資によって投資オプションに配分された出資金の詳細（出資金額、
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配分、ユニット価格）は、ハンサード・オンラインアカウントで本契約の契約期

間中はいつでも確認することができます。また、その内容は3か月ごとに発行さ

れる取引残高報告書兼運用報告書に記載され、契約加入者は当該報告書をハン

サード・オンラインでダウンロードすることができます。 

・ 追加出資における追加の出資金は、既存の本契約に充当されることにご留

意ください。 

なお、追加出資金は、前記「4 手数料等及び税金 (1) 申込手数料」に記載

の出資手数料の対象となります。 

 

③【払戻し手続等】 

契約加入者は、本契約に基づき、解約、一部引出、又は本契約に定める契約若し

くは出資金の取消権の行使、のいずれかの方法により、支払いを受けることができ

ます。 

解約、一部引出又は取消権行使による出資金の返金につき銀行送金手数料がかか

る場合は、当該手数料は契約加入者の負担となります。その場合には、銀行送金手

数料を控除した金額が契約加入者に支払われます。 

 

(イ) 解約 

契約加入者は、ハンサード・オンラインアカウントを使用して、手数料なし

でいつでも契約を解約することできます。「解約」とは、契約の終了を意味し、

その時点の資産残高の全額が契約給付金として支払われます（注）。 

（注）銀行送金手数料、外国為替手数料、源泉徴収税がかかる場合があります。 

解約の申出があった場合、契約加入者の保有する投資オプションは、全て当

社が当該投資オプションに係るユニットを換金することができる時点のユニッ

ト価格で換金されます（注）。換金代金は、それぞれ為替レートを用いて契約通

貨（日本円）に換算され、その合計額を契約加入者名義の登録口座に支払いま

す。なお、前回の管理手数料の手数料控除日から解約日までの期間が1か月に満

たない場合、当該期間については、管理手数料の対象となりません。なお、解

約に伴う契約給付金の支払いが完了すると本契約は終了します。 

（注）オンラインシステムの稼働状況及びその他の契約に関する手続きの状況によります。 
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(ロ) 一部引出 

契約加入者は、ハンサード・オンラインアカウントを用いて、当社に指示を

することにより、いつでも一部引出を請求することができます。一部引出の手

続き自体には手数料は生じません（注）。 

（注）ただし、銀行送金手数料、外国為替手数料、源泉徴収税がかかる場合があります。 

一部引出は、手続き手数料なしでいつでも行うことができますが、①一部引

出額が50,000円以上であること②一部引出額が一部引出請求時点で資産残高の

95％を上回らないことを条件とします。一部引出の指示は金額を指定して行い

ます。契約加入者は特定のユニットファンドを指定して一部引出を行うことは

できません。 

一部引出の場合、当社は、ハンサード・オンラインアカウントでの契約加入

者の指示に基づき、保有する投資オプションにつき、一部引出の金額をこれら

投資オプションの評価額に応じて按分した金額相当分のユニット数を、その時

点のユニット価格でそれぞれ換金します（注）。計算方法につきましては、以下

の事例をご参照ください。換金により得た代金は、本契約で使用する為替レー

トで契約通貨（日本円）に換算し、契約加入者の登録口座に振り込みます。 

（注）システムの稼働状況及び本契約に関するその他の取引の状況によります。 

契約加入者がユニットファンドA、B、Cを以下のとおり保有している場合の計

算事例 

投資オプション 契約通貨（日本円）に換

算したユニット残高 

割合 

（各投資オプションの 

ユニット残高÷合計） 

ユニットファンドA 250,000円 25％ 

ユニットファンドB 200,000円 20％ 

ユニットファンドC 550,000円 55％ 

合計 1,000,000円 100％ 

50,000円を一部引出する場合の各ユニットファンドの換金金額： 

ユニットファンドA：12,500円（50,000円の25％） 

ユニットファンドB：10,000円（50,000円の20％） 

ユニットファンドC：27,500円（50,000円の55％） 

それぞれのユニットファンドの換金金額をファンド通貨に換算した金額をユ

ニット価格で除して得たユニット数が換金されます。 
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(ハ) 本契約に定める契約若しくは出資金の取消権の行使 

契約加入者は、契約証書に記載された契約開始日から30暦日以内（必着）で

あれば、当社日本支店に電話又は文書で連絡することにより、本契約の取消を

請求することができます。この場合、手数料（契約取消に関する手続き手数料）

は発生しません。 

契約取消の請求があった場合、本契約は終了し、出資金は契約加入者の登録

口座に払い戻されます。 

また契約の取消と同様に、契約加入者は、「② 申込（販売）手続等 (ロ) 

追加出資」に記載される追加出資を行った場合、当該追加出資が投資オプショ

ンに充当された日から30暦日以内（必着）であれば、追加出資の取消を請求す

ることができます。この場合、本契約は終了せず、また当該取消請求は、それ

までの出資金には一切影響を及ぼしません。 

契約及び追加出資金の取消に際して、すでに出資金が投資オプションに充当

されている場合に払い戻される金額は、充当分の投資オプションの価格又は出

資金額のいずれか少ない金額となります（充当分の投資オプションの価格が出

資金額を上回っていても差額は支払われません。）。なお、取消権の行使によ

り払い戻される出資金については、出資手数料、管理手数料及びポートフォリ

オサービス手数料は免除されますが、選択した投資オプションに係る手数料

（外部投資ファンドの手数料等）は免除されません。また、外国為替手数料及

び銀行送金手数料のご負担が発生します。 

 

④【存続期間】 

本契約には、予め定められた契約期間や満期はありません。契約加入者が解約請

求（又は取消請求）をするまで、又は後述の契約終了事由に該当しない限り、契約

は継続します。当社では、本契約は少なくとも5年間は継続することを推奨していま

すが、契約加入者が5年未満で本契約を終了する場合にも、解約に伴う違約金等の負

担は生じません。契約加入者は、いつでも本契約の解約を申し出ることができます

が、これ以外の標準約款の定めに基づく本契約の契約終了事由は以下のとおりです。 

・ 当社が、契約加入者が法的制裁を受け、当局により起訴されたことを知り、

契約加入者又は当社が本契約の当事者であることに多大な影響が生じた場

合 

・ 契約加入者が当社の反社会的勢力対応方針に抵触した場合 

・ 当社が規制当局により、本契約における義務の履行を禁じられた場合 

・ 法律上、規制上又は商業上の重大事由により、当社の出資金の受入れ及び
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契約給付金の支払い能力に著しい影響がある場合  

・ 本契約の資産残高がなくなった場合 

・ 契約加入者が死亡した場合において、指定受取人として登録されていた者

が指定受取人としての要件を満たさない場合（当社が定める期限内に必要

書類の提出がなされない場合を含みます。）、指定受取人としての要件は

満たすものの契約加入者になるための要件を満たさない場合（指定受取人

の死亡を含みます。）、その他法規則、税制又は当局からの指導等を理由

として本契約の契約加入者として扱うことが困難な場合 

 

 契約が解約又は解除され終了した場合の契約給付金額（返還金額）は、標準約款

に基づいて解約又は解除が行われる時点の本契約の資産残高に基づいて計算され、

契約加入者等に支払います。 

 ただし、契約加入者が死亡した場合には、本契約についての法的地位及び権限は、

指定受取人に移ります（契約は自動的に消滅しません。）。指定受取人は、標準約

款に従い、①指定受取人の登録時点で成人（18歳以上）であること、②指定受取人

の登録時及び契約加入者の死亡時において契約加入者の日本法上の法定相続人であ

ること、③指定受取人として当社にその氏名が登録されていることを満たす個人に

限ります。なお、指定受取人として登録されていた者が指定受取人の要件を満たさ

ない場合（当社が定める期間内に必要書類の提出がなされない場合を含みます。）、

指定受取人が契約給付金に対する権利を放棄した場合及び指定受取人が契約承継手

続き又は契約給付金支払い手続き完了前に死亡した場合には、当社は、契約を解除

し、契約給付金を契約加入者の遺言執行者、相続財産清算人、又は遺産分割協議の

過程で定められた法定相続人代表者に支払います。 

 

⑤【事業年度】 

会計上のアップストリームの事業年度は毎年7月1日に開始し翌年6月30日に終了し

ます。ただし、第1期の事業年度は、2024年7月16日に開始し、2025年6月30日に終了

しました。 

また、各契約の契約開始日は契約証書に記載されており、当社とそれぞれの契約

加入者との契約締結時期により異なります。 
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⑥【その他】 

(イ) 出資金の増減に関する制限、返金又は償還の条件 

当社が受け付ける出資金は、一回につき最低1,000,000円ですが、当社は合理

的な理由がある場合には出資金の受付けを拒否することができます。最低出資

金額については、契約関係書類に記載されます。また、最低出資金額の詳細は、

当社（日本支店を含みます。）又は販売会社でも確認することができます。 

出資金はその払込みの都度、個別に最低出資金額基準が適用されるとともに、

当社による受入れが条件となりますが、出資金の増額、減額、停止又は再開に

関する制限はなく、また、出資金の払込みを変更できない期間や最低支払い期

間の制限もありません。 

前記「③ 払戻し手続等」に記載のとおり、契約加入者は、本契約の一部引出

をいつでも請求することできます。 

前記「④ 存続期間」に記載の契約終了事由が生じた場合には、契約は終了し

ます。 

一部引出又は解約に関し、違約金や手続費用は発生しません。ただし、外国

為替手数料及び銀行送金手数料の負担が生じる場合があります。一部引出又は

解約時に収益が発生している場合、前記「③ 払戻し手続等」に記載のとおり、

源泉徴収税を控除したうえで契約給付金を支払います。 

 

(ロ) 標準約款の変更、関係法人との契約更改等に関する手続、それらの変更の際

の開示方法、その他重要事項 

本契約の標準約款は、当社が標準約款の変更権限を付与した者が署名した本

契約の修正条項によってのみ変更することができます。本契約の標準約款の変

更は、当社に変更すべき公正、合理的かつ正当な理由がある法・規制上又はそ

の他の商業上の事由により、いつでも行うことができます。各契約加入者は、

標準約款変更について可能な限り事前に通知され、かかる変更の効力が生じる

際には、変更後の標準約款の写しをハンサード・オンラインアカウント上で入

手することができます。 

 

（２）【利害関係人との取引制限】 

当社の取締役会においては、利益相反が議題として取り上げられ、各取締役と当社

との間の取引契約について討議されます。 

マン島の会社法は、ハンサードグループとの契約により、直接的であるか間接的で

あるかを問わず何らかの形で利益を得る取締役は、当該契約の締結を討議するハン
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サードグループの取締役会において、当該利益の性質を説明する義務を負うと定めて

います。 

また、当社の利益相反管理方針（これは、ハンサードグループ会社共通の方針で

す。）において、当社の取締役は、自己の利益とハンサードグループに対する取締役

としての責務が相反する立場になることを禁止しています。取締役が、ハンサードグ

ループとの何らかの契約を締結しようとする場合には、当該取締役が取締役会におい

て、重要事実を全て開示し、取締役会において当該契約が承認された場合に限り、そ

の契約締結が認められます。このような同意を得ずに契約した場合、ハンサードグ

ループは、当該契約を無効なものとみなし、当該契約から得た利益を返還するよう、

当該取締役に求めることができます。 

さらに、当社の利益相反管理方針では、利益相反の防止のため、以下の方針が定め

られています。 

・ 取締役が、その業務上において情報又は機会を得て、その結果として個人的

利益を得た場合、取締役は、当該利益についてハンサードグループに報告し

なければなりません。 

・ 取締役はその在任期間中、業務上ではなく、個人的に情報又は機会を得た場

合であっても、取得した情報又は機会についてハンサードグループに提供す

る義務を負っています。 

・ 取締役は、他の会社の取締役に就任しようとする場合、事前にそれぞれの取

締役会から承認を得なければなりません。 
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（３）【組合員の権利等】 

①【組合員の権利】 

(イ) 出資者等による総会に関する権利の内容 

該当事項はありません。 

 

(ロ) 分配金又は利息の受領権の内容 

該当事項はありません。 

 

(ハ) 償還金の受領権の内容 

アップストリームが清算された場合、各契約加入者は、本契約の資産残高に

応じて償還金を受領する権利を有します。 

本契約には、1991年マン島生命保険規則（契約者補償）に基づくマン島契約

者保護スキームが適用されます。このスキームにより当社が支払不能に陥った

場合には契約給付金の最大で90％までカバーされます。ただし、本契約は預金

ではなく、日本での預金保険制度は適用されず、また、投資者保護基金による

補償もありません。 

一方、マン島において当社以外の他の保険会社が支払不能に陥った場合には、

1991年マン島生命保険規則（契約者補償）に基づき、本契約の資産残高の最大

2％が控除される場合があります。 

 

(ニ) 契約加入者の持分の払戻し請求権の内容 

契約加入者が一部引出又は解約を行う場合の詳細については、前記「(1) 資

産管理等の概要 ③ 払戻し手続等」を参照ください。 

 

②【為替管理上の取扱い】 

本契約は、契約証書に記載されているとおり、日本円を契約通貨として発効しま

す。 

本契約に基づき契約加入者が出資する投資オプションの持分は、契約通貨とは異な

る通貨建ての場合があるため、本契約の契約期間中、様々な局面において両替が必

要となることがあります。 

両替が行われる場合、当社が提供する為替レートを用いますが、これは当社が標準

とする当該時点でのレートになります。 
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③【本邦における代理人】 

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 

東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 

上記代理人は、日本国内において以下の事項について当社の真正かつ適法な代理

人として行為します。 

・  当社に関する法律上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟

関係書類を受領すること 

・  日本における持分の募集、販売及び買戻しの取引に関する一切の紛争、見解

の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行うこと 

 

なお、本契約の募集及び継続的な情報開示に関する関東財務局への届出代理人並

びに金融庁長官に対する届出代理人は、以下の者です。 

 弁護士 田井中 克之 

  同  白川 剛士 

 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 

 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 

 

④【裁判管轄等】 

当社は、アップストリームの契約加入者が取得した持分の取引に関する訴訟の裁

判管轄を以下の各裁判所が有することを承認しています。 

・東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号 

・その他管轄を有する日本の裁判所 

訴訟に関する確定した判決の執行手続きは、関連する法域の適用法に従って行わ

れます。 
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第２【関係法人の状況】 

１【資産運用会社の概況】 

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】 

① 名称 

ハンサード・インターナショナル・リミテッド 

 

② 資本金の額 

2025年12月31日現在、2,605,000英ポンド（約5.48億円） 

（注） 英ポンドの円貨換算は、別段の記載のない限り、2025年12月31日現在の直物為替レート（ブルームバーグ提供）

（1英ポンド＝210.69円）によります。以下同じです。 

 

③ 事業の内容 

当社は、マン島において1986年12月24日に設立され、マン島金融サービス機構よ

り、マン島内又はマン島外への長期生命保険業務（2021年保険規則セクション2に記

載されているクラス1（長期連動型）、クラス2（長期）及びクラス10（再保険）の

認可（認可番号72）を得ています。 

また、当社は、日本支店の設置により日本において2019年6月20日付けで金融商品

取引法第28条第4項に定める投資運用業の登録を受けており、同法第2条第8項第15号

ハに掲げる権利に係る同号に規定する行為に係る業務として本契約に係る投資運用

（自己運用）を行います。なお、日本支店では主に当該投資運用業に係るコンプラ

イアンス業務及び顧客・販売会社のサポート業務を行います。 

 

（２）【運用体制】 

当社は、本契約において日本の匿名組合における営業者に相当する地位にあります。

しかし、当社は、デポジットファンド（利息計算のために名目上デポジット口座と連

動）、ユニットファンド（特定の外部投資ファンドとユニット価格、運用実績が名目

上連動）、モデルポートフォリオ（一定のリスク水準及び価格変動水準を目標として

複数のユニットファンドの組合せにより設定した運用戦略）の設定・管理のみを行い、

実際の投資運用行為は行いません。 

外部投資ファンドの選定及びユニットファンドの設定に関する当社の運用体制につ

いては、前記「第1 外国組合等の状況 2 投資方針 (1) 投資方針」をご参照くださ

い。各外部投資ファンドは、その外部投資ファンドの投資目的及び投資戦略に沿って、

裁量権を有する独立した投資運用会社によって運用されます。 
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（３）【大株主の状況】 

本書提出日現在 

名称 住所 
持株比率 

（％） 
株式数 

ハンサード・グローバ

ル・ピーエルシー 

マン島、ダグラス、アソルスト

リート55、IM99 1QL 
100 2,605,000株 

 

（４）【役員の状況】 

本書提出日現在における当社の役員は、以下のとおりです。 

氏名 トーマス・モーフェット（Thomas Morfett） 

役職名 マネージング・ディレクター 

経歴概要 

2004年から2007年までデロイト（Deloitte）にて監査業務に従事し、英国公認会計士資格

を取得後、2007年から2010年まで保険会社であるチューリッヒ（Zurich）及びロイヤルロ

ンドン360（Royal London 360）にてアクチュアリアル・アシスタントを務めた。その

後、2010年から2015年までは再びチューリッヒ（Zurich）に在籍し、アクチュアリアル・

アシスタント、会計業務グループ統括や監査業務を担当するマネジメント・リポーティン

グ・アクチュアリー、プロジェクトのサポートを管理するプロジェクト・アクチュアリー

を務めた。2015年にカナダ・ライフ（Canada Life）に移籍し、プライシング・アクチュ

アリーとして価格設定や新商品開発、プロダクトプライシングレポートの作成等を担当

し、2017年からはアポインティッド・アクチュアリーとして数理管理、規制当局対応、取

締役会等への出席を含む財務部門管理を担当した。2019年にアットモースト・キルター・

オールドミューチュアル（Utmost/Quilter/Old Mutual）グループに移籍し、ファイナン

シャル・コントローラー兼アクチュリアル部門責任者としてマン島グループ会社の全ての

財務報告を担当し、必要に応じチーフ・ファイナンシャル・オフィサーの代役を務める等

の責務を担った。2023年4月に、HGPのエグゼクティブ・ディレクター及びチーフ・ファイ

ナンシャル・オフィサー、及び当社のエグゼクティブ・ディレクター及びチーフ・ファイ

ナンシャル・オフィサーに就任し、2024年8月に両社のマネージング・ディレクターに就

任した。 

所有株式数 0 在職期間 2024年8月2日より現職 

 

氏名 オリバー・アンソニー・バーン（Oliver Anthony Byrne） 

役職名 エグゼクティブ・ディレクター及びチーフ・ファイナンシャル・オフィサー 

経歴概要 
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1993年に英国ガーディアン生命（Guardian Life）に入社し、アクチュアリーとしての経

験を積んだ後、1997年にHGPに入社した。現在に至るまで、ハンサードグループ内におい

て、IT部門、数理部門、運用部門を経験した。2010年以降は、ハンサードグループのHASL

の管理部門ディレクターとして、管理部門、投資部門及び顧客サービス部門の運営を担当

するとともに、各種社内委員会のメンバーも務めた。2012年には、HASLのマネージング・

ディレクターを務めるとともに、HGLのチーフ・オペレーティング・オフィサーにも就任

し、ハンサードグループ執行委員会のメンバーやその他委員会の役職を担った。2017年に

は、チーフ・ストラテジー・オフィサーに就任し、2021年にはハンサード・ワールドワイ

ド・リミテッド（Hansard Worldwide Limited）(以下 「HWL」という。）のエグゼクティ

ブ・ディレクターに就任した。また、HGPのコマーシャル・ディレクターも兼任し、HGP、

当社、HWLの取締役会に出席している。 

2024年10月には、HGP及び当社のエグゼクティブ・ディレクター及びチーフ・ファイナン

シャル・オフィサーに就任し、HWLのエグゼクティブ・ディレクター及び各種委員会のメ

ンバーも継続して務めている。 

なお、2001年以降、英国アクチュアリー会及び英国アクチュアリー会のフェローの会員で

ある。 

所有株式数 0 在職期間 2024年10月24日より現職 

 

氏名 アンジェラ・マックレイス（Angela McCraith） 

役職名 エグゼクティブ・ディレクター及びリスク・コンプライアンス担当責任者 

経歴概要 

1993年に英国政府市民サービス局ソリシター・オフィスにて民事再生を担当するアドミニ

ストレイティブ・オフィサーとしてキャリアを開始した。その後、1994年11月にリバプー

ル市議会における法務部門のリーガル・オフィサーを務め、また、1995年から2001年まで

はエセックス郡地方議会のソーシャル・サービス部門でファイナンス・オフィサー兼ク

レーム担当マネジャーを務めた。2001年に、イギリスの大手銀行の子会社でありオフショ

ア 銀 行で ある アビ ー・ ナ ショ ナル ・イ ンタ ー ナシ ョナ ル（ Abbey National 

International）に移籍し、2006年までリスク・コンプライアンス・スペシャリストとし

て勤務した。2006年1月にハンサードグループ（Hansard Group）に入社し、HGPにおいて

内部監査部門責任者を経て、2016年4月よりグループのリスク・コンプライアンス部門の

部門長を務めている。加えて、2016年4月から2023年6月まで当社の監査役を務め、2023年

6月に当社のエグゼクティブ・ディレクター及びリスク・コンプライアンス担当責任者に

就任した。 

所有株式数 0 在職期間 2023年6月21日より現職 

 

氏名 マーク・アンドレ・ロリン・ポロンスキー（Marc Andre Lorin Polonsky） 

役職名 ノン・エグゼクティブ・ディレクター 

経歴概要 

人文、文化遺産、芸術・文化における高等教育に焦点を当てた英国の公認慈善団体「ポロ

ンスキー財団（Polonsky Foundation）」の受託者。ホワイト&ケース・エルエルピー

（White & Case LLP）（ロンドン及びモスクワ）の元パートナー弁護士。2018年9月26日

からHGPの取締役、2015年9月23日に当社のノン・エグゼクティブ・ディレクターに就任。 

所有株式数 0 在職期間 2015年9月23日より現職 

 

氏名 フィリップ・ブルース・ケイ（Philip Bruce Kay） 
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役職名 ノン・エグゼクティブ・ディレクター 

経歴概要 

投資銀行及び投資運用に関する長いキャリアを有する。 

アカマツ・ボンサイ・ファンド（Akamatsu Bonsai Fund）、CQSアジアン・マクロ・ファ

ンド（CQS Asian Macro Fund）、CQSアジアン・マクロ・マスター・ファンド（CQS 

Asian Macro Master Fund）及びその他のファンドの非常勤取締役である。また、オック

スフォード大学ウォルフソン・カレッジのフェローである。 

それ以前は、クレディ・スイス・ファースト・ボストン（Credit Suisse First 

Boston）のマネージング・ディレクター兼シニア・アドバイザーを務め、日本株式部門

を統括、また、シュローダー・セキュリティーズ・リミテッド（Schroder Securities 

Limited）及びスミス・ニュー・コート・ピーエルシー（Smith New Court Plc）のディ

レクターを務める。 

2020年3月3日付でHGPの独立ノン・エグゼクティブ・ディレクターに就任後、2020年5月1

日付で当社の独立ノン・エグゼクティブ・ディレクターに就任。 

所有株式数 0 在職期間 2020年5月1日より現職 

 

氏名 デイビッド・ジュアン・ジョージ・ピーチ（David Juan George Peach） 

役職名 ノン・エグゼクティブ・ディレクター 

経歴概要 

1994年から1997年まで在籍したケーピーエムジー・インターナショナル（KPMG 

International）グループにて監査シニアスタッフとしてキャリアを開始し、国際的な投

資銀行であるユービーエス・ウォーバーグ（UBS Warburg）（ロンドン）にて株式デリバ

ティブ取引に関するプロダクト・コントローラーを務めた後、2000年に英国の航空会社ブ

リティッシュ・エアウェイズ・シティエクスプレス・リミテッド（British Airways 

CitiExpress Limited）に移籍し、ファイナンス・マネジャーを務めた。2002年に金融

サービスをグローバルに展開するチューリッヒ（Zurich）グループに移籍して以降、

チューリッヒ・バンク・インターナショナル・リミテッド（Zurich Bank International 

Limited）（マン島）でファイナンス・ディレクター、チューリッヒ・ファイナンシャ

ル・サービシーズ・ヨーロピアン・バンキング（Zurich Financial Services European 

Banking）グループのチーフ・ファイナンシャル・オフィサーの要職に就き、英国、アイ

ルランド、マン島、ジャージーにある各銀行のディレクターも兼任した。2009年から約1

年間、チューリッヒ・バンク・インターナショナル・リミテッド（Zurich Bank 

International Limited）のチーフ・エグゼクティブ・オフィサーを務め、2010年から

2013年までの間、チューリッヒ（Zurich）グループ内及び関連会社においてファイナン

ス・コントローラー、エグゼクティブ・ディレクター、ノン・エグゼクティブ・チェアマ

ン、ノン・エグゼクティブ・ディレクターといった種々の役職を歴任し、2013年から2020

年4月までチューリッヒ・インターナショナル（Zurich International）にてチーフ・

ファイナンシャル・オフィサーの要職を務めた。2020年12月31日に、HGPに独立ノン・エ

グゼクティブ・ディレクターとして入社し、2021年1月1日付で当社の独立ノン・エグゼク

ティブ・ディレクターに就任。 

所有株式数 0 在職期間 2021年1月1日より現職 

 

 

氏名 リンジー・ハリソン（Lynzi Harrison） 

役職名 ノン・エグゼクティブ・ディレクター 

経歴概要 
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1996年から2000年まで在籍した香港上海銀行（HSBC）にて証券アナリストとしてキャリア

を開始し、スウェーデンを本拠地とする金融サービス会社スカンディア・グループ・ファ

イナンス（Skandia Group Finance：2006年にオールドミューチャル（Old Mutual）グ

ループに統合）にてマネジャー職を務めた。2010年にはオールドミューチャル・グループ

会社の財務部門責任者を務め、その後、2012年からは、業務管理部門・顧客サービス部門

のディレクター職等を歴任した。 

2019年に英国のリバプール・ヴィクトリア保険（Liverpool Victoria Insurance Company 

Limited） に移籍し、2021年まで、顧客サービス、ヘリテージ管理のディレクター、ボー

ド・メンバー、執行委員等も兼任した。 

2021年から約1年間、英国の投資運用会社のノヴィア・ファイナンシャルUK（Novia 

Financial UK）のボード・メンバー、チーフ・オペレーティング・オフィサーに就いた

後、2022年には英国のウェルスマネジメント会社であるウェルスタイム社（Wealthtime 

Limited）においてマネージング・ディレクターを務めた。 

また、2022年以降現在まで、再保険会社、モーゲージ・ローン会社等のノン・エグゼク

ティブ・ディレクターを務める傍ら、自ら経営コンサルタント会社を経営している。 

2024年12月に、HGPにノン・エグゼクティブ・ディレクターとして入社し、同月に当社の

ノン・エグゼクティブ・ディレクターに就任した。 

所有株式数 0 在職期間 2024年12月11日より現職 

 

（５）【事業の内容及び営業の概況】 

当社は、世界でも有数のオフショア金融センターであり英国諸島の一部であるマン

島で設立され、同地に本拠をおいています。 

当社は1986年よりマン島金融サービス機構の規制下にあり（認可番号72）、クアラ

ルンプールに2008年よりラブアン金融サービス機構の規制下にあるクアラルンプール

支店を、東京に2019年より金融庁の規制下にある日本支店（関東財務局長（金商）第

3143号）を設置しています。 

当社は、2006年よりロンドン証券取引所に上場しているハンサード・グローバル・

ピーエルシーの中核となる子会社です。 

当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会（注）に加入しています（2019年7月5日加

入）。 

（注）一般社団法人日本投資顧問業協会は、2026年4月1日付で一般社団法人投資信託協会との合併を予定しており、

合併後は一般社団法人資産運用業協会となります。 

当社は、30年間にわたって顧客に革新的な貯蓄・投資商品を提供しております。 

当社は、世界中に何千人といる契約加入者に対するサービス提供者として、ハン

サード・オンラインアカウントの開発に力をそそいでおり、契約加入者は、このハン

サード・オンラインアカウントを通じて、契約を管理する際に必要となる契約情報及

び取引にアクセスすることができます。 

2025年12月31日現在、当社は、以下の金融商品の管理を行っています。 
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名称 アスパイア（Aspire） 

基本的性格 
アスパイアは、ユニットリンク型の定期積立資本償還契約です。長

期の積立向けです。 

販売開始年月日 2010年3月30日 

純資産額 2,214,741万円 

 

名称 
バンテージ・プラチナムⅡ資本償還契約（Vantage Platinum 

II Capital Redemption Contract） 

基本的性格 

バンテージ・プラチナムⅡ資本償還契約は、定期拠出型であり、中

長期の積立向けユニットリンク型契約です。また、一時拠出の追加

出資金を受領することもできます。 

販売開始年月日 2016年5月9日 

純資産額 21,128,250英ポンド（約44.51億円） 

 

名称 
キャピタル・ビルダー2 資本償還契約（Capital Builder 2 

Capital Redemption Contract） 

基本的性格 
キャピタル・ビルダー2は一時拠出、アドホック又は定期拠出のユ

ニットリンク型契約です。中長期の一時金の積立向けです。 

販売開始年月日 2014年3月31日 

純資産額 1,292,491英ポンド（約2.72億円） 

 

名称 グローバル・アクセス（Global Access） 

基本的性格 
グローバル・アクセスは定期積立のユニットリンク型資本償還契約

です。中長期の積立向けです。 

販売開始年月日 2024年7月16日 

純資産額 29.4万円 

 

２【その他の関係法人の概況】 

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】 

① ハンサード・デベロップメント・サービシズ・リミテッド 

(イ) 名称 

ハンサード・デベロップメント・サービシズ・リミテッド（Hansard 

Development Services Limited：以下「HDSL」といいます。） 

(ロ) 資本金の額 

2025年6月30日現在、25,000英ポンド（約4.94百万円） 

（注） 英ポンドの円貨換算は、2025年6月30日現在の為替スポットレート（ブルームバーグ提供）1英ポンド

＝197.91円によります。本「２その他の関係法人の概況」において同じです。 

(ハ) 事業の内容 

HDSLの主要な業務は、当社商品の仲介業者の開拓、当社の商品のプロモー

ション並びにマーケティング及び当該仲介業者に対する管理事務業務の提供を

含む市場開拓及び関連業務をハンサードグループに提供することです。 

  



－  － 

 

73

② ハンサード・アドミニストレーション・サービシズ・リミテッド 

(イ) 名称 

ハンサード・アドミニストレーション・サービシズ・リミテッド（Hansard 

Administration Services Limited：以下「HASL」といいます。） 

(ロ) 資本金の額 

2025年6月30日現在、25,000英ポンド（約4.94百万円） 

(ハ) 事業の内容 

HASLはマン島で認可を受けている保険関連業務受託会社であり、ハンサード

グループにおいて業務インフラ及び業務継続システムを維持に加え、多くの事

務業務を引き受けています。HASLは、マン島の金融サービス機構の規制下にあ

ります。 

 

③ ハンサード・グローバル・ピーエルシー 

(イ) 名称 

ハンサード・グローバル・ピーエルシー（Hansard Global plc：以下「HGP」

といいます。） 

(ロ) 資本金の額 

2025年6月30日現在、68,778,539.5英ポンド（約136.11億円） 

(ハ) 事業の内容 

HGPは、2006年からロンドン証券取引所に上場しており、当社を含むハンサー

ドグループ全ての会社に対して、リスク管理、コンプライアンス、内部監査、

人事、法務、総務などの実務及び統括機能を提供しています。 

 

④ オールファンズ・バンク・エス・エー・ユー 

(イ) 名称 

オールファンズ・バンク・エス・エー・ユー（Allfunds Bank S.A.U.：以下

「オールファンズ・バンク」といいます。） 

(ロ) 資本金の額 

2024年12月31日現在、1,527,000ユーロ（約2.58億円） 

（注）ユーロの円貨換算は、2025年6月30日現在の為替スポットレート（ブルームバーグ提供）（1ユーロ＝

169.50円）によります。 

(ハ) 事業の内容 

オールファンズ・バンクは、2000年に設立され、現在では、最大のファンド

販売ネットワークをグローバルに有し、また、最も多数の投資信託やETFを提供

しています。英国をはじめ、スペイン、イタリア、ルクセンブルグ、スイス、
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チリ、コロンビア、ドバイ及びシンガポール等に拠点を持ち、現在、約3,300の

ファンド・ハウスと156,000本超のファンドを提供する販売サービス網を有し、

66ヵ国において商業銀行、プライベートバンク、投資運用会社、保険会社、

ファンドスーパーマーケット等の機関投資家との930件超の提携関係を持つなど

巨大なネットワークを形成しています。 

 

⑤ モーニングスター・インク 

(イ) 名称 

モーニングスター・インク（Morningstar, Inc.：以下「モーニングスター」

といいます。） 

(ロ) 資本金の額 

2024年12月31日現在、822,700,000米ドル（約1,188.39億円） 

（注）米ドルの円貨換算は、2025年6月30日現在の為替スポットレート（ブルームバーグ提供）（1米ドル＝

144.45円）によります。 

(ハ) 事業の内容 

モーニングスターは、投資ファンドや株式、その他のマーケット情報データ

を収集・分析している、米国拠点の投資調査会社です。また、個人投資家、運

用アドバイザー、機関投資家向けにインターネットやソフトウェア、紙ベース

の情報提供などの広範なサービスを提供しています。その調査範囲は、北米や

ヨーロッパ、オーストラリア、アジアと世界を隈なく網羅しています。モーニ

ングスターは、経験の浅い投資初心者から高度な専門家まで、あらゆるレベル

の投資ファンド及び株式の投資家から信頼できる投資情報提供会社と評価され

ています。その広範な商品ラインナップが、個人投資家や運用アドバイザー、

資産運用会社、年金事業者、機関投資家を含む様々な金融専門家を支援します。

モーニングスターが提供するデータや調査には、公募中の投資商品、運用中の

投資商品、上場株式及びリアルタイムのマーケットデータに関する予測が含ま

れます。モーニングスターは、投資顧問子会社を通じて、投資運用業務も提供

しており、その運用資産額は約3,520億米ドルです（2025年6月30日現在）。

モーニングスターは、市場拡大・業務拡張に向け、現在は32か国で事業展開し

ています。 

 

⑥ 販売会社 

販売会社は、日本国内における本商品の販売・取扱いを行います。 

名称 ＧＵＡＲＤＩＡＮ ＪＡＰＡＮ株式会社 

資本金の額 2025年10月31日現在、30,000,000円 
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事業の内容 

第二種金融商品取引業（関東財務局長（金商）第3415号） 

金融商品取引法第2条第2項に規定された有価証券の日本にお

ける募集の取扱い等 

取扱い投資 

オプションの 

一覧 

HIL ブラックロック グローバルオポチュニティ債券（米ドル

建） 

HIL ブラックロック ワールドヘルスケア（米ドル建） 

HIL ブラックロック ワールドテクノロジー（米ドル建） 

HIL フィデリティ世界新興国株（米ドル建） 

HIL フィデリティ アジア株ESG（米ドル建） 

HIL ゴールドマンサックス 小型コア株（米ドル建） 

HIL ゴールドマンサックス インド株（米ドル建） 

HIL JPモルガン 中華圏株（米ドル建） 

HIL モルガンスタンレー INVF グローバル・ブランド（米ド

ル建） 

HIL モルガンスタンレー INVF グローバル・オポチュニ

ティー（米ドル建） 

HIL モルガンスタンレー 米国株アドバンテージ（米ドル建） 

HIL ピクテ(CH)PMフィジカルゴールド（米ドル建） 

HIL ピムコ GIS トータルリターン債券（米ドル建） 

HIL ティーロウプライス世界成長株（米ドル建） 

HIL バンガード欧州株インデックス（米ドル建） 

HIL バンガード世界株インデックス（米ドル建） 

HIL バンガード米国株500インデックス（米ドル建） 

HIL カナコードジェニュイティ 60％株式パッシブ（米ドル

建） 

HIL カナコードジェニュイティ 97.5％株式パッシブ（米ドル

建） 

ハンサード デポジットファンド（円建） 

ハンサード デポジットファンド（米ドル建） 

なお、モデルポートフォリオは提供されません。 

 

（２）【関係業務の概要】 

① ハンサード・デベロップメント・サービシズ・リミテッド 

HDSLは、当社に対し、(a)当社の商品のプロモーション及びマーケティングを行う

販売会社の開拓、及び(b)販売会社に対する販売支援サービスの提供を含むサービス

を提供する責任を負います。HDSLは、当社を拘束し、又は当社の見込み客若しくは

既存投資家と直接取引を行う権限を有していません。 

HDSLは、マン島を本拠に、全世界の当社関連の独立運用アドバイザーや法人顧客

向けのマーケティング及び販売サービスを管理しています。当社のインターネット
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上のサービスであるハンサード・オンラインを使うことで、連絡を緊密に取ること

が可能です。 

HDSLは、世界の様々な拠点のアカウント・エグゼクティブのネットワークその他

リソースを駆使して、ハンサードグループのターゲット市場に所在する運用アドバ

イザーに対して現地語対応その他のサポートを提供しています。これにより、ハン

サードグループの新規市場における販売力を拡大し、既存の関係をさらに強化して

います。 

 

② ハンサード・アドミニストレーション・サービシズ・リミテッド 

HASLは、ハンサードグループの事業インフラ及び事業継続を担当し、ITインフラ

の開発・維持、オペレーションや投資管理事務等のバックオフィス機能、保険及び

勘定の数理計算、カスタマーサービス等のフロントオフィス機能を含む当社の管理

事務の多くを引き受けます。 

 

③ ハンサード・グローバル・ピーエルシー 

HGPは、当社を含むハンサードグループ会社の親会社です。現在のHGPを親会社と

するグループのストラクチャーは、HGPがロンドン証券取引所に上場した2006年に確

立しました。 

HGPはハンサードグループのほとんどの従業員を雇用したうえで、グループ会社

（HDSL、HASL）に出向させ、それぞれの業務にあたらせています。 

HGP自らは当社に対してリスク管理、コンプライアンス、内部監査、人事、法務、

総務サービスといったサービス及び統括機能を提供しています。 

 

④ オールファンズ・バンク・エス・エー・ユー 

オールファンズ・バンクは、本商品のカストディー（保管）業務、取引の把握、

決済、清算、コーポレート・アクション、評価・価格情報収集などの標準的な業務

を当社から受託しています。 

 

⑤ モーニングスター・インク 

モーニングスターは、本商品に関連して、当社がモーニングスターのアナリスト

の調査機能を活用できるよう、投資コンサルタントサービスを提供しています。こ

の調査機能は、外部投資ファンド候補のメリットについての当社投資委員会への報

告に役立っています。モーニングスターは、一連の分析ツールやレポートも当社に

提供しています。これにより、当社は、ユニットファンドに関する必要な情報を得

ることができるよう、モーニングスターの分析及びレポートを契約加入者や販売会

社に提供できます。さらに、モーニングスターは、当社のユニットファンドを利用

して、特定のリスク性向を満たすための運用ポートフォリオを顧客に提供すべく、



－  － 

 

77

ハンサード・モデルポートフォリオを考案します。これらのモデルポートフォリオ

は、グローバルな資産クラスにわたって分散投資することにより、戦略的資産配分

を実現しています。また、モデルポートフォリオについては、リスク、リターン及

び外部投資ファンドの選択の適切性が維持されるよう、モーニングスターが継続的

にモニタリングを行っています。 

 

⑥ 販売会社 

日本における本契約の募集の取扱いを行います。 

 

（３）【資本関係】 

① ハンサード・デベロップメント・サービシズ・リミテッド（HDSL） 

ロンドン証券取引所に上場している公開会社であるHGPの100％子会社です。 

② ハンサード・アドミニストレーション・サービシズ・リミテッド（HASL） 

ロンドン証券取引所に上場している公開会社であるHGPの100％子会社です。 

③ ハンサード・グローバル・ピーエルシー（HGP） 

当社、HDSL及びHASLの株式をそれぞれ全株保有しています。 

④ オールファンズ・バンク・エス・エー・ユー 

該当事項はありません。 

⑤ モーニングスター・インク 

該当事項はありません。 

⑥ 販売会社 

該当事項はありません。 
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第３【外国組合等の経理状況】 

１【財務諸表】 

１ 財務諸表の作成方法について 

本商品の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38

年大蔵省令第59号。）に基づいて作成しております。 

 

２ 監査証明について 

本商品は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1事業年度（2024年7月16

日から2025年6月30日まで）の財務諸表について、太陽有限責任監査法人による監査を受け

ております。 
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（１）【貸借対照表】 

 （単位：千円） 

 当事業年度 

（2025年6月30日） 

資産の部  

流動資産  

金融資産 1,040 

         

流動資産合計 1,040 

資産合計 1,040 

  

負債の部  

流動負債  

         

流動負債合計 - 

負債合計 - 

純資産の部  

出資金 ※１        881 

  

繰越累計利益 - 

当期純利益 158 

純資産合計 1,040 

負債純資産合計 1,040 
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（２）【損益計算書】 

 （単位：千円） 

 当事業年度 

（自2024年7月16日 

至2025年6月30日） 

投資損益 233 

販売費及び一般管理費 ※１        54 

営業利益 178 

営業外費用  

 為替差損 19 

 営業外費用合計 19 

経常利益 158 

当期純利益 158 
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注記事項 

 

（重要な会計方針） 

項目  

１．金融資産の評価基準及び

評価方法 

金融資産（注１）は売買目的有価証券に準じて取扱い、時価法（売

却原価は総平均法により算定）を採用しております。 

２．収益及び費用の計上基準 投資損益（注２） 

投資損益は金融資産を構成する投資オプションそれぞれの持分か

ら生ずる収益と損失を合算した金額を計上しております。 

投資損益には、期中に行った取引の価額を計上した後の金融資産

の金額と期末時に資産として計上されている金融資産の時価との

差額として計算された金額が含まれております。 

３．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

決算日の直物為替相場により円貨に換算しております。 

（注１）「金融資産」は、本商品「アップストリーム」が持分を有する投資オプションで構成

されています。投資オプションは、ユニットファンドおよびデポジットファンドで構

成され、営業者であるハンサード・インターナショナル・リミテッド（以下「HIL」と

いいます。）が契約加入者のために保有する外部投資ファンド（ユニットファンドの

場合）およびデポジット口座（デポジットファンドの場合）の持分の価値を示すため

に、HILがそれぞれ資産保管会社および自社に設定する勘定上の仕組みであり、投資信

託のような通常の独立したファンドではありません。しかしながら、投資オプション

は、売買運用の目的及び体制は一般的なファンドと同様であり、契約加入者がHILに指

図することにより、指定のユニット数及びその時点のユニット価格に基づいて任意に

売買することが可能です。そのような運用目的及び運用体制を勘案し、それぞれの投

資オプションは売買目的有価証券に準じた会計基準を適用しています。 

（注２）契約加入者が指図したユニットファンドの売買損益とユニットファンドごとに紐付け

られている外部投資ファンドの持分の売買損益は必ずしも一致しません。同様に、契

約加入者が保有するユニットファンドの評価損益と外部投資ファンドの持分の評価損

益も必ずしも一致しないため、ユニットファンドの投資損益は、外部投資ファンドの

持分の売買による実現損益と持分の評価損益を区分せず表示しております。 

 



－  － 

 

84

（貸借対照表関係） 

 

※１ 出資の口数に関する事項 

 当事業年度 

（2025年6月30日） 

発行する出資口数の総数 

発行済み出資口数 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

アップストリームは、各契約加入者が個別に指定する配分に基づき投資オプションのユニット

で表示される外部投資ファンドおよびデポジット口座に連動する投資商品であり、契約はそれ

ぞれで相違し、その結果、各契約加入者の持分も契約ごとに変動します。そのため、すべての

契約加入者に共通する出資口を設定し、契約加入者の持分についてその口数による計算を行っ

ていないため、該当事項はありません。 

 

（損益計算書関係） 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主な費用及び金額は次の通りであります。 

当事業年度 

（自2024年7月16日 

至2025年6月30日） 

 

   契約管理費用  18千円 

   運用管理費用  36 
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（金融商品関係） 

 

１．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。 

 

当事業年度（2025年6月30日）                 （単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

（１） 金融資産 1,040 1,040 - 

資産計 1,040 1,040 - 

 

（注１）金融商品時価開示適用指針第４項に従い、短期間で決済されるため時価が帳

簿価額に近似するものについては、記載を省略しております。 

（注２）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

資産 

（１）金融資産 

金融資産の時価は当該金融資産を構成する投資オプションと連動する外部投資ファン

ドおよびデポジット口座の関係金融機関等から提示された価格等を基に算出されてお

ります。 

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい

て形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相

場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイン

プット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら

のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定に優先順位が最も低いレベ

ルに時価を分類しております。 
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(１) 時価で貸借対照表に計上している金融商品 

 

当事業年度(2025年6月30日)                   (単位：千円) 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金融資産     

売買目的有価証券     

その他 - 1,040 - 1,040 

資産計 - 1,040 - 1,040 

 

(２) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

 

当事業年度(2025年6月30日) 

該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

１．金融資産 

  売買目的有価証券 

 （単位：千円） 
 

 当事業年度 

（2025年6月30日） 

 

事業年度の損益に含まれた評価差額 

 

101 
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（３）【投資有価証券明細表等】 

①【投資株式明細表】 

該当事項はありません。 

 

②【株式以外の投資有価証券等明細表】 

種別 ファンド名 地域 
数量 

(ユニット) 

貸借対照表計上額 

単価（円） 

貸借対照表計上額 

金額（千円） 

投資 

比率 

その他 

HIL モルガンスタン

レー INVF グローバ

ル・ブランド（米ド

ル建） 

世界 3 17,523 59 5.7% 

その他 

HIL モルガンスタン

レー INVF グローバ

ル・オポチュニ

ティー（米ドル建） 

世界 2 27,685 71 6.9% 

その他 

HIL ティーロウプラ

イス世界成長株（米

ドル建） 

世界 5 12,161 61 5.9% 

その他 

HIL バンガード世界

株インデックス（米

ドル建） 

世界 7 8,538 63 6.1% 

その他 

HIL カナコードジェ

ニュイティ 97.5％株

式パッシブ（米ドル

建） 

世界 4,440 176 784 75.3% 

合計 4,458 - 1,040 100.0% 

（注）数量（ユニット）については、表示単位未満を切り捨てて記載しています。このため、

各項目を合算した値が合計の値と一致しない場合があります。 

 

③【投資不動産明細表】 

該当事項はありません。 

 

④【その他投資資産明細表】 

該当事項はありません。 

 

⑤【借入金明細表】 

該当事項はありません。 
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中間財務諸表 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

本商品の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38

年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

また、本商品は、金融商品取引法第24条の5第3項の規定の適用を受け、金融商品取引法第24

条の5第1項の表の第3号の上欄に掲げる区分に該当することから、財務諸表等規則第1編及び第4

編の規定により第2種中間財務諸表を作成しております。 

 

２ 監査証明について 

本商品は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（2025年7月1日

から2025年12月31日まで）の中間財務諸表について、太陽有限責任監査法人による中間監査を

受けております。 
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（１）【資産及び負債の状況】 

① 中間貸借対照表 

  （単位：千円） 

 前事業年度 

（2025年6月30日） 

当中間会計期間 

（2025年12月31日） 

資産の部   

流動資産   

金融資産 1,040 1,209 

          

流動資産合計 1,040 1,209 

資産合計 1,040 1,209 

   

負債の部   

流動負債   

          

流動負債合計 - - 

負債合計 - - 

純資産の部   

出資金 ※１        881 909 

   

繰越累計利益 - 158 

当期純利益又は中間純利益 158 140 

純資産合計 1,040 1,209 

負債純資産合計 1,040 1,209 
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② 中間損益計算書 

  （単位：千円） 

 前中間会計期間 

（自2024年7月16日 

至2025年1月31日） 

当中間会計期間 

（自2025年7月1日 

至2025年12月31日） 

投資損益 171 112 

販売費及び一般管理費 ※１        6 △27 

営業利益 164 140 

営業外費用   

 為替差損 19 - 

 営業外費用合計 19 140 

経常利益 144 140 

中間純利益 144 140 

 



－  － 

 

93

注記事項 

 

（重要な会計方針） 

項目  

１．金融資産の評価基準及び

評価方法 

金融資産（注１）は売買目的有価証券に準じて取扱い、時価法（売

却原価は総平均法により算定）を採用しております。 

２．収益及び費用の計上基準 投資損益（注２） 

投資損益は金融資産を構成する投資オプションそれぞれの持分か

ら生ずる収益と損失を合算した金額を計上しております。 

投資損益には、期中に行った取引の価額を計上した後の金融資産

の金額と期末時に資産として計上されている金融資産の時価との

差額として計算された金額が含まれております。 

３．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

決算日の直物為替相場により円貨に換算しております。 

（注１）「金融資産」は、本商品「アップストリーム」が持分を有する投資オプションで構成され

ています。投資オプションは、ユニットファンドおよびデポジットファンドで構成され、

営業者であるハンサード・インターナショナル・リミテッド（以下「HIL」といいます。）

が契約加入者のために保有する外部投資ファンド（ユニットファンドの場合）およびデポ

ジット口座（デポジットファンドの場合）の持分の価値を示すために、HILがそれぞれ資

産保管会社および自社に設定する勘定上の仕組みであり、投資信託のような通常の独立し

たファンドではありません。しかしながら、投資オプションは、売買運用の目的及び体制

は一般的なファンドと同様であり、契約加入者がHILに指図することにより、指定のユ

ニット数及びその時点のユニット価格に基づいて任意に売買することが可能です。そのよ

うな運用目的及び運用体制を勘案し、それぞれの投資オプションは売買目的有価証券に準

じた会計基準を適用しています。 

（注２）契約加入者が指図したユニットファンドの売買損益とユニットファンドごとに紐付けられ

ている外部投資ファンドの持分の売買損益は必ずしも一致しません。同様に、契約加入者

が保有するユニットファンドの評価損益と外部投資ファンドの持分の評価損益も必ずしも

一致しないため、ユニットファンドの投資損益は、外部投資ファンドの持分の売買による

実現損益と持分の評価損益を区分せず表示しております。 
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（中間貸借対照表関係） 

 

※１ 出資の口数に関する事項 

 前事業年度 

（2025年6月30日） 

当中間会計期間 

（2025年12月31日） 

発行する出資口数の総数 

発行済み出資口数 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

同左 

同左 

アップストリームは、各契約加入者が個別に指定する配分に基づき投資オプションのユニットで

表示される外部投資ファンドおよびデポジット口座に連動する投資商品であり、契約はそれぞれ

で相違し、その結果、各契約加入者の持分も契約ごとに変動します。そのため、すべての契約加

入者に共通する出資口を設定し、契約加入者の持分についてその口数による計算を行っていない

ため、該当事項はありません。 

 

（中間損益計算書関係） 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主な費用及び金額は次の通りであります。 

前中間会計期間 

（自2024年7月16日 

至2025年1月31日） 

当中間会計期間 

（自2025年7月1日 

至2025年12月31日） 

 

   契約管理費用  9千円 

   運用管理費用 △2 

 

   契約管理費用  4千円 

   運用管理費用 △32 
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（金融商品関係） 

 

１．金融商品の時価等に関する事項 

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。 

 

前事業年度（2025年6月30日） 

   
（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額 

（１）金融資産 1,040 1,040 - 

資産計 1,040 1,040 - 

 

当中間会計期間（2025年12月31日） 

（単位：千円）

中間貸借対照表計上額 時価 差額 

（１）金融資産 1,209 1,209 - 

資産計 1,209 1,209 - 

（注１）金融商品時価開示適用指針第４項に従い、短期間で決済されるため時価が帳簿価

額に近似するものについては、記載を省略しております。 

（注２）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

資産 

（１）金融資産 

金融資産の時価は当該金融資産を構成する投資オプションと連動する外部投資ファンドお

よびデポジット口座の関係金融機関等から提示された価格等を基に算出されております。 

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に

より算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット

以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 
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時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの

インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定に優先順位が最も低いレベルに時

価を分類しております。 

 

（１）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品 

 

前事業年度(2025年6月30日) 

 （単位：千円）

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金融資産     

売買目的有価証券     

その他 - 1,040 - 1,040 

資産計 - 1,040 - 1,040 

 

当中間事業年度(2025年12月31日) 

 （単位：千円）

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金融資産     

売買目的有価証券     

その他 - 1,209 - 1,209 

資産計 - 1,209 - 1,209 

 

 

(２) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

前事業年度(2025年6月30日) 

該当事項はありません。 

当中間事業年度(2025年12月31日) 

該当事項はありません。 
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（有価証券関係） 

１．金融資産 

  売買目的有価証券 

  （単位：千円） 

 前事業年度 

（2025年6月30日） 

当中間会計期間 

（2025年12月31日） 

 

事業年度の損益に含まれた

評価差額 

 

101 177 
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（２）【投資有価証券明細表等】 

①【投資株式明細表】 

該当事項はありません。 

 

②【株式以外の投資有価証券等明細表】 

種別 ファンド名 地域 
数量 

(ユニット) 

貸借対照表計上額 

単価（円） 

貸借対照表計上額 

金額（千円） 

投資 

比率 

その他 

HIL カナコード

ジェニュイティ 

97.5％株式パッ

シブ（米ドル

建） 

世界 4,396 210 926 76.6% 

その他 

HIL ティーロウ

プライス世界成

長株（米ドル

建） 

世界 5 14,367 72 6.0% 

その他 

HIL モルガンス

タンレー INVF 

グローバル・ブ

ランド（米ドル

建） 

世界 3 17,953 60 5.0% 

その他 

HIL モルガンス

タンレー INVF 

グローバル・オ

ポチュニティー

（米ドル建） 

世界 2 28,969 74 6.1% 

その他 

HIL バンガード

世界株インデッ

クス（米ドル

建） 

世界 7 10,234 75 6.3% 

合計 4,414 - 1,209 100.0% 

（注）数量（ユニット）については、表示単位未満を切り捨てて記載しています。このため、各項

目を合算した値が合計の値と一致しない場合があります。 

 

③【投資不動産明細表】 

該当事項はありません。 

 

④【その他投資資産明細表】 

該当事項はありません。 

 

⑤【借入金明細表】 

該当事項はありません。 
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２【外国組合等の現況】 

【純資産額計算書】 

 2025年9月30日現在 

Ⅰ 資産総額         （千円） 1,009 

Ⅱ 負債総額         （千円） - 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）   （千円） 1,009 

Ⅳ 発行済口数 該当事項はありません。※ 

Ⅴ 一口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 該当事項はありません。※ 

※ アップストリームは、各契約加入者が個別に指定する配分に基づきハンサード・

ユニットファンドのユニットで表示される外部投資ファンドに投資する商品であり、

契約はそれぞれで相違し、その結果、各契約加入者の持ち分も契約ごとに変動します。

そのため、全ての契約加入者に共通する出資口を設定し、契約加入者の持ち分につい

てその口数による計算を行っていないため、該当事項はありません。 
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第４【その他】 

1 目論見書の表紙又は裏表紙に当社本部の名称及び住所がロゴ、写真又はデザインとあわ

せて記載される場合があります。 

2 裏表紙又は表紙に重要事項又はリスク要因が記載される場合があります。 

3 目論見書の冒頭に「第一部 証券情報」「第二部 発行者情報 第1 外国組合等の状況」

のエグゼクティブ・サマリーが記載される場合があります。 

4 アップストリームの契約条件が目論見書の末尾に添付される場合があります。 

5 「第一部 証券情報」及び「第二部 発行者情報」については、投資家の理解を深めるた

め、図表を用いる場合があります。 
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第三部【外国有価証券投資事業権利等事務の概要】 

1 契約加入者の名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料 

本契約は指定受取人への承継を除き、譲渡は禁止されております。指定受取人への名義

書換手続きは以下のとおりであり、本契約の標準約款に従って行われます。 

契約加入者の死亡について当社が通知を受け次第、指定受取人は本契約の持分を登録し、

当社所定の必要書類を契約加入者の死亡日から90日以内に当社に提出していただきます。 

なお、契約加入者の死亡日以降、契約残高は契約加入者が選択した投資オプションに連

動されたままになります。本契約が指定受取人に承継された時点より、指定受取人は契約

加入者となり、本契約に係る全ての権利を保有します。 

名義書換の手続きに係る申込事務取扱場所は以下のとおりです。 

名称：ハンサード・インターナショナル・リミテッド本店 

住所：マン島、ダグラス、アソルストリート55、IM99 1QL 

名称：ハンサード・インターナショナル・リミテッド日本支店 

住所：東京都中央区日本橋室町四丁目1番21号 

なお、名義書換に係る手数料はありません。 

 

2 契約加入者名簿の閉鎖時期 

該当事項はありません。 

 

3 契約加入者に対する特典 

該当事項はありません。 

 

4 外国有価証券投資事業権利等の譲渡制限の内容 

本契約に基づく持分の譲渡は認められていません。ただし、前述の「第二部 発行者情

報 第1 外国組合等の状況 6 管理及び運営 (1) 資産管理等の概要 ④ 存続期間」に

記載のとおり、契約加入者の死亡に際しては、指定受取人に本契約についての法的地位及

び権限が承継されます。 
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5 その他投資者に示すことが必要な事項 

アップストリームに関連した契約加入者の全ての権利及び義務は、本契約締結時に各契

約加入者に提供される、（i）標準約款、（ii）本契約に関する基本情報（契約加入者の

出資金額、選択した投資オプション、本契約の開始日及び適用される契約費用を含みま

す。）を記載した契約証書、（iii）署名フォーム、（iv）契約に関しての当社発行の本

契約の修正条項からなる契約文書に示されています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙（ユニットファンド情報シート） 
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